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『六朝通鑑博議』の孫吳論について

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

南
宋
に
お
け
る
三
國
時
代
を
め
ぐ
る
評
価
に
つ
い
て
は
、「
北
宋
の
曹
魏
正
統
論
が
南
宋
に
お
い
て
蜀
漢
正
統
論
へ
転
換
し
た
」と
い
う

切
り
口
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
斯
か
る
論
が
主
流
を
占
め
た
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
や
は
り『
四
庫
全
書
總
目
』史
部
一
・
正

史
類
一『
三
國
志
』の
論
の
影
響
力
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

其
書（
＝
陳
壽『
三
國
志
』）以
魏
爲「
正
統
」。至
習
鑿
齒
作『
漢
晉
春
秋
』、始
立
異
議
。自
朱
子
以
來
、無
不
是
鑿
齒
而
非
壽
。（
中
略
）

壽
則
身
爲
晉
武
之
臣
、
而
晉
武
承
魏
之
統
、
僞
魏
是
僞
晉
矣
。
其
能
行
於
當
代
哉
。
此
猶
宋
太
祖
簒
立
近
於
魏
、
而
北
漢
南
唐
蹟
近

於
蜀
。
故
北
宋
諸
儒
、
皆
有
所
避
而
不
僞
魏
。
高
宗
以
後
、
偏
安
江
左
、
近
於
蜀
、
而
中
原
魏
地
全
入
於
金
。
故
南
宋
諸
儒
乃
紛
紛

起
而
帝
蜀
。 『

六
朝
通
鑑
博
議
』の
孫
吳
論
に
つ
い
て

田
中
　
靖
彦
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「
陳
壽
の『
三
國
志
』は
魏
を「
正
統
」と
し
、
習
鑿
齒
が『
漢
晉
春
秋
』を
著
し
初
め
て
こ
れ
に
異
議
を
打
ち
立
て
た
。
朱
熹
以
来
、
習
鑿
齒

を
是
と
し
、
陳
壽
を
非
と
せ
ぬ
者
は
い
な
い
。（
宋
は
）高
宗
以
後
、（
中
原
を
失
陥
し
て
）江
東
に
割
拠
し
て
仮
に
落
ち
着
い
た
が
、
こ
れ

は
蜀
と（
境
遇
が
）近
い
。
そ
し
て
中
原
の
曹
魏
の
領
土
で
あ
っ
た
地
は
す
べ
て
金（
の
支
配
下
）に
入
っ
た
。
ゆ
え
に
南
宋
諸
儒
は
紛
々
と

し
て
蜀
を
（
正
し
い
）
帝
で
あ
る
と
し
た
」
と
い
う
主
旨
の
論
で
あ
る
。
こ
の
論
を
代
表
と
し
て
、
三
國
時
代
を
め
ぐ
る
歴
代
の
議
論
は
、

蜀
漢
と
曹
魏
に
よ
る
二
極
対
立
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

孫
吳
に
関
す
る
言
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
孫
吳
政

権
を
め
ぐ
る
歴
代
の
議
論
は
果
た
し
て
等
閑
に
付
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
掲『
四
庫
全
書
總
目
』は
、
南
宋
諸
儒
が
蜀
漢
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
理
由
を
、
南
宋
の
境
遇
が
蜀
漢
に
近
い
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
こ

の
説
が
強
い
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
論
ず
る
な
ら
ば
、『
四
庫
全
書
總
目
』が
指
摘
す
る「
偏
安
江
左
」と

い
う
南
宋
の
境
遇
は
蜀
漢
よ
り
も
む
し
ろ
孫
吳
に
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
「
な
ぜ
南
宋
に
お
い
て
孫
吳
正
統
論
は
起
こ
ら

な
か
っ
た
の
か
」と
い
う
点
は
疑
問
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
は
斯
か
る
点
に
着
目
し
、
南
宋
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
歴
史
観
を
探
る
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
南
宋
代
に
お
け
る
孫
吳
を
中
心

と
し
た
六
朝
評
価
に
つ
い
て
、『
六
朝
通
鑑
博
議
』を
主
な
手
が
か
り
と
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
．
同
時
代
の
孫
吳
論
概
観

　

南
宋
に
お
け
る
孫
吳
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
確
か
に
魏
蜀
に
関
す
る
そ
れ
と
比
べ
た
と
き
、
確
か
に
多
く
は
な
い
が
、
無
い
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
朱
熹
は
、
孫
權
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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『六朝通鑑博議』の孫吳論について

　
　

致
道
問
孔
明
出
處
。
曰
、「
當
時
只
有
蜀
先
主
可
與
有
爲
耳
。
如
劉
表
・
劉
璋
之
徒
、
皆
了
不
得
。
曹
操
自
是
賊
、
既
不
可
従
。

孫
權
又
是
兩
閒
底
人
。
只
有
先
主
名
分
正
、
故
只
得
從
之
。」（
以
下
略
）

　　
「（
略
）學
者
皆
知
曹
氏
爲
漢
賊
、
而
不
知
孫
權
之
爲
漢
賊
也
。
若
孫
權
有
意
興
復
漢
室
、
自
當
與
先
主
協
力
並
謀
、
同
正
曹
氏
之
罪
。

如
何
先
主
纔
整
頓
得
起
時
、
便
與
壊
倒
。
如
襲
殺
關
羽
之
類
、
是
也
。
權
自
知
與
操
同
是
竊
據
漢
土
之
人
、
若
先
主
事
成
、
必
滅
曹

氏
、
且
復
滅
吳
矣
。
權
之
姦
謀
、
葢
不
可
掩
。
平
時
所
與
先
主
交
通
、
姑
爲
自
全
計
爾
。」（
以
下
略
）

（
い
ず
れ
も『
朱
子
語
類
』巻
一
百
三
十
六
・
歴
代
三
）

　

朱
熹
に
よ
れ
ば
、
孫
權
は
劉
表
・
劉
璋
と
曹
操
と
の
中
間
の
人
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、
孫
權
が
劉
備
に
協
力
せ
ず
關
羽
を
襲
殺
し
た

こ
と
を
根
拠
に
、
彼
に
は
漢
室
復
興
の
意
思
は
無
か
っ
た
と
断
言
す
る
。
朱
熹
は
、「
孫
權
は
自
ら
を
、
曹
操
と
同
じ
く
漢
の
領
土
を
か

す
め
取
っ
た
存
在
で
あ
り
、
劉
備
の
大
業
が
成
就
し
た
な
ら
ば
曹
操
と
と
も
に
滅
ぼ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
自
覚
し
て
い
た
か
ら
、
劉
備
と

よ
し
み
を
結
ん
だ
の
は
暫
時
の
保
身
の
計
に
過
ぎ
ぬ
」と
い
う
。
か
な
り
批
判
的
な
孫
權
評
価
で
あ
る
と
見
て
良
い
。
一
方
で
朱
熹
は「
学

者
た
ち
は
曹
操
が
漢
の
賊
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
孫
權
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
」
と
も
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば

当
時
に
お
い
て
孫
權
へ
の
批
判
は
曹
操
へ
の
そ
れ
ほ
ど
は
強
く
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
も
、
朱
熹
が
「
世
間
は
も
っ
と
孫

權
を
厳
し
く
評
価
す
べ
き
だ
」
と
見
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
ま
た
管
見
の
限
り
、
朱
熹
の
著
述
に
は
周
瑜
・

魯
肅
と
い
っ
た
人
物
に
対
す
る
目
立
っ
た
言
及
自
体
が
無
い
。
か
か
る
朱
熹
の
孫
吳
へ
の
否
定
的
見
解
は
、
蜀
漢
や
諸
葛
亮
を
中
心
に
三

國
時
代
を
見
る
彼
の
史
観
の
関
連
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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蜀
漢
正
統
論
を
説
い
た
書
と
し
て
知
ら
れ
る
蕭
常『
續
後
漢
書
』（
１
）は
、
決
し
て
孫
吳
の「
正
統
」を
認
め
ず
、
孫
吳
人
士
に
関
す
る
記

録
は「
載
記
」と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
蕭
常『
續
後
漢
書
』吳
載
記
に
お
け
る
孫
吳
政
権
お
よ

び
人
士
へ
の
評
価
は
肯
定
的
な
も
の
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

南
宋
に
お
け
る
孫
吳
を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
の
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
、
伊
藤
晉
太
郎「
洪
邁『
容
齋
隨
筆
』の
三
國
論
」（
田
中

正
樹
編『
中
國
古
典
學
の
再
構
築
』汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）に
よ
る
と
、
洪
邁
の
孫
吳
論
は
、
将
領
で
は
高
評
価
な
人
物
も
い
る
が
君

主
へ
は
批
判
的
で
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
評
価
す
べ
き
点
は
評
価
す
る
と
い
う
態
度
」
で
あ
り
、「
南
宋
と
同
様
に
江
南
で
樹
立
し
た
國
家

と
し
て
の
孫
吳
に
は
愛
着
や
親
近
感
と
い
う
も
の
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
」と
い
う
。

　

上
掲
の
よ
う
な
南
宋
に
お
け
る
孫
吳
論
か
ら
は
、
決
し
て
孫
吳
の
存
在
が
当
時
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
た
だ
し
そ
の
論
に
は
い
く
つ
か
の
立
場
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
大
き
な
着
目
を
集
め
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
い
う

印
象
も
ま
た
ぬ
ぐ
い
が
た
い
。
朱
熹
の
論
に
顕
著
な
よ
う
に
、
孫
吳
評
価
は
あ
く
ま
で
蜀
漢
と
の
位
置
関
係
か
ら
論
ず
る
も
の
、
は
っ
き

り
言
え
ば
蜀
漢
の
お
ま
け
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
確
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
南
宋
代
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
観
点
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
孫
吳
論
も
存
在
し
た
。
北
方
と
対
抗
し
た
六
朝
の
一
つ
と
し
て
の

側
面
に
着
目
し
た
孫
吳
論
で
あ
る
。

　

南
宋
代
に
は
、
置
か
れ
た
状
況
が
類
似
し
て
い
る
六
朝
を
先
例
と
し
て
、
南
宋
の
採
る
べ
き
方
策
を
検
証
す
る
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ

た
。
本
論
で
は
こ
う
い
っ
た
動
向
に
着
目
し
、
魏
蜀
対
立
の
お
ま
け
と
し
て
で
は
な
く
正
面
か
ら
孫
吳
政
権
を
論
じ
た
史
論
と
し
て
、『
六

朝
通
鑑
博
議
』に
着
目
し
た
い
。
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『六朝通鑑博議』の孫吳論について

　
　
　

二
．『
六
朝
通
鑑
博
議
』の
内
容

（
一
）『
六
朝
通
鑑
博
議
』に
つ
い
て

　

李
燾
は『
續
資
治
通
鑑
長
編
』で
あ
ま
り
に
も
有
名
な
人
物
で
あ
る
が（
２
）、『
六
朝
通
鑑
博
議
』（
以
下『
博
議
』）は
、
そ
の
李
燾
の
著
述

で
あ
る
と
い
い
、
同
著
の
序
論
に
よ
れ
ば
、
正
式
名
称
は『
六
朝
制
敵
得
失
通
鑑
博
議
』と
い
う（
後
述
）。
同
書
は
全
十
卷
で
、
構
成
は
、

六
朝
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
歴
史
事
件
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
事
件
の
経
緯
を
簡
単
に
紹
介
し
た
う
え
で
（
３
）、
そ
れ
に
対
す
る

見
解
を「
臣
燾
曰
」と
し
て
論
ず
る
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
の『
博
議
』は
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
史
料
で
あ
り
、
後
述
す
る『
四
庫
全
書
總
目
』も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
宋
史
』

卷
三
百
八
十
八
・
李
燾
傳
に
も
同
書
の
名
は
彼
の
著
述
と
し
て
載
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
張
文
濤「
李
燾《
六
朝
通
鑑
博
議
》析
論
」

（『
史
學
史
研
究
』二
〇
一
八
年
二
期
。
以
下「
張
論
文
」）は
、
同
史
料
が『
四
庫
全
書
』に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
史
料
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
四
庫
全
書
本
が「
知
不
足
齋
」蔵
書
楼
で
有
名
な
浙
江
鮑
家
が
献
呈
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
宋
代
の
畢
萬

裔
宅
富
學
堂
刻
本『
李
侍
郎
經
進
六
朝
博
議
』と
裏
付
け
が
と
れ
る
こ
と
か
ら
、
僞
書
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
同
史
料
の
標
点
本
で
あ

る『
六
朝
事
迹
編
類　

六
朝
通
鑑
博
議
』（
南
京
出
版
社
、二
〇
〇
七
年
。
南
京
稀
見
文
献
叢
書
第
二
輯
。
叢
書
主
編
：
李
海
榮
・
金
承
平
）は
、

前
掲
の
宋
本
を
底
本
と
し
、
四
庫
全
書
本
や
中
華
書
局
本『
資
治
通
鑑
』を
元
に
校
訂
を
行
っ
た
と
明
記
し
て
い
る（
同
書
所
収
、
王
能
偉
・

胡
阿
祥「
導
讀
」）。
本
論
で
は
、
こ
う
い
っ
た
先
行
研
究
の
指
摘
に
従
い
、
前
述
し
た
宋
本
の
影
印
本『
李
侍
郎
經
進
六
朝
通
鑑
博
議
』（
北

京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）を
底
本
と
し
、
前
掲
標
点
本
、
四
庫
全
書
本
を
参
照
し
た
。
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（
二
）『
四
庫
全
書
總
目
』の
指
摘
に
つ
い
て

　
『
四
庫
全
書
總
目
』は
、『
博
議
』に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
六
朝
通
鑑
博
議
』十
卷［
浙
江
鮑
士
恭
家
藏
本
］（
４
）

　
　

宋
李
燾
撰
。（
中
略
）
此
書
詳
載
三
國
六
朝
勝
負
攻
守
之
迹
、
而
繫
以
論
斷
。
案
燾
本
傳
、
載
所
著
述
、
無
此
書
之
名
、
而
有
『
南

北
攻
守
錄
』三
十
卷
。
其
同
異
無
可
考
見
。
核
其
義
例
、
蓋
亦『
江
東
十
鑑
』之
類
、
專
爲
南
宋
立
言
者
。
然『
十
鑑
』徒
侈
地
形
、
飾

虛
詞
以
厲
戰
氣
、
可
謂
夸
張
無
實
。
此
則
得
失
兼
陳
、
法
戒
具
備
、
主
於
修
人
事
以
自
強
。
視
李
舜
臣
所
論
、
較
爲
切
實
。
史
稱
、

燾
嘗
奏
孝
宗
、
以
卽
位
二
十
餘
年
、
志
在
富
疆
、
而
兵
弱
財
匱
、
與「
教
民
七
年
可
以
卽
戎
」（
５
）者
異
。
又
孝
宗
有
功
業
不
足
之
歎
、

燾
復
言
、「
功
業
見
於
變
通
。
人
事
旣
修
、
天
應
乃
至
。」（
６
）
蓋
其
納
規
進
誨
、
惟
拳
拳
以
立
國
根
本
爲
先
、
而
不
侈
陳
恢
復
之
計
。

是
書
之
作
、
用
意
頗
同
。
後
其
子
壁
不
能
守
其
家
學
、
附
合
韓
侘
胄
之
意
（
７
）、
遂
生
開
禧
之
兵
端
。
然
後
知
燾
之
所
見
、
固
非
主

和
者
所
及
、
亦
非
主
戰
者
所
及
也
。（『
四
庫
全
書
總
目
』史
部
四
十
四
・
史
評
類『
六
朝
通
鑑
博
議
』）

「
李
燾
の
本
傳
に
彼
の
著
述
と
し
て
こ
の
書（『
博
議
』）の
名
は
無
く
、『
南
北
攻
守
錄
』（
の
名
）は
あ
る
が
、そ
の
異
同
は
調
べ
よ
う
が
な
い
。

（
南
宋
の
李
舜
臣
の
著
）『
江
東
十
鑑
』が
言
葉
を
飾
っ
て
戦
意
を
奨
励
し
て
お
り
、
実
が
無
い
の
に
対
し
、
こ
の
書
は
得
失
両
方
を
述
べ
、

手
本
・
鑑
戒
の
両
方
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
人
事
を
治
め
自
強
す
る
こ
と
に
あ
り
、『
江
東
十
鑑
』と
比
べ
て
切
実
で
あ
る
。
史
の

記
載
に
よ
れ
ば
李
燾
は
國
の
根
本
を
建
て
る
の
を
先
に
し
、
恢
復
の
計
を
大
言
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
書
の
意

図
と
頗
る
同
じ
で
あ
る
。
の
ち
、
彼
の
子
の
李
壁
は
韓
侘
胄
の
意
に
迎
合
し
、
開
禧
の
出
兵
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
る
後
に
李
燾
の
所
見

が
和
平
派
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
た
主
戦
派
の
及
ぶ
所
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
れ
た
の
で
あ
る
」と
い
う
指
摘
で
あ
る
。『
博
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議
』に
関
す
る
先
行
研
究（
８
）の
多
く
は
、六
朝
を
鑑
戒
と
し
て
南
宋
の
現
状
に
活
か
そ
う
と
す
る『
博
議
』の
意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、

上
述
の
通
り
、
そ
の
指
摘
は
つ
と
に『
四
庫
全
書
總
目
』に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
博
議
』の
北
伐
に
積
極
的
で

な
い
姿
勢
を
看
取
し
、「
李
燾
の
所
見
が
和
平
派
・
主
戦
派
い
ず
れ
の
及
ぶ
所
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
れ
た
の
で
あ
る
」と
高
く
評
価

す
る
。
加
え
て
興
味
深
い
の
は
、『
博
議
』と
同
様
に
南
宋
の
た
め
に
立
言
す
る
意
図
を
持
っ
た
書
と
し
て
、
李
舜
臣『
江
東
十
鑑
』が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
当
時
に
お
い
て
六
朝
を
以
て
南
宋
の
鑑
と
す
る
観
点
は『
博
議
』の
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る（
９
）。

（
三
）序
論
・
總
六
朝
形
勢
論

　

以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
、『
博
議
』本
文
を
卷
一
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

序
論
で
は
、「
天
下
を
統
一
し
た
帝
王
は
、
地
勢
・
民
心
・
兵
・
將
・
事
機
の
五
つ
の
具
を
備
え
る
必
要
が
あ
り
、
六
朝
は
、
将
と
兵

こ
そ
い
た
も
の
の
、
地
・
民
・
機
を
兼
ね
備
え
た
も
の
は
無
か
っ
た
」
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
実
例
が
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
地
に
つ
い
て

は
、
蜀
の
地
を
劉
氏
が
得
て
孫
氏
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
東
西
を
兼
ね
備
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
に
も
論
ぜ
ら
れ
る
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
吳
か
ら
陳
ま
で
の
三
百
年
間
、皆
こ
の
五
つ
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

こ
れ
が
天
下
を
統
一
で
き
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
過
去
の
事
例
を
採
録
分
類
し
て
批
評
す
る
が
、長
所
の
み
を
採
録
せ
ず
、

失
敗
に
つ
い
て
も
述
べ
、
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
が
得
る
も
の
を
求
め
る
」と
い
い
、
漢
の
建
安
五
年
か
ら
陳
の
（
10
）明
二
年
ま
で
に
つ
い

て
論
じ
、『
六
朝
制
敵
得
失
通
鑑
博
議
』と
名
付
け
る
、
と
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る『
博
議
』の
主
張
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
南
宋
の
目
指
す
べ
き
は
天
下
統
一
」と
い
う
論
旨
で
あ
る
。

論
の
中
で
「
一
天
下
」「
混
一
區
夏
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
、
六
朝
が
そ
れ
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
鑑
と
し
、
五
つ
の
具
を
兼
ね

備
え
、
天
下
の
統
一
を
目
指
す
、
と
い
う
彼
の
主
張
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。
た
だ
し
、
中
原
奪
回
と
天
下
統
一
は
南
宋
の
國
是
で
あ
り
、
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「
こ
う
主
張
す
る
他
な
か
っ
た
」と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、『
博
議
』の
北
伐
を
め
ぐ
る
真
意
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

続
け
て「
總
六
朝
形
勢
論
」は
、
六
朝
の
防
衛
と
北
伐
に
つ
い
て
の
総
論
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
論
の
関
心
か
ら
興
味
深

い
の
は
、
こ
こ
に
見
え
る「
若
夫
東
晉
・
宋
・
齊
・
梁
・
陳
之
君
、
雖
居
江
南
、
中
國
也
。
五
胡
・
元
魏
雖
處
神
州
、
夷
狄
也
。
其
事
又
與
孫
・

曹
不
同
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
同
文
は
続
け
て
、
苻
堅
や
太
武
帝
の
南
方
征
伐
が
失
敗
し
た
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
『
博
議
』

に
華
夷
の
弁
別
意
識
が
あ
る
と
す
る
先
行
研
究
の
指
摘
（
11
）
の
妥
当
性
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
の
南
宋
士
大
夫
の
多
く
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
要
素
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
着
目
す
べ
き
は
上
述
引
用
中
に
お
け
る
曹
魏
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。「
東

晉
南
朝
は
江
南
に
お
る
と
は
い
え
中
國
で
あ
り
、
五
胡
北
魏
は
神
州
に
お
る
と
は
い
え
夷
狄
で
あ
る
。
こ
れ
は
孫
・
曹
と
は
異
な
る
の
だ
」

と
い
う
こ
の
文
の
主
張
か
ら
は
、
少
な
く
と
も『
博
議
』に
は
、
曹
魏
を
金
と
同
一
視
し
て
憎
み
貶
め
る
と
い
っ
た
観
点
は
無
い
こ
と
も
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た「
序
論
」と「
總
六
朝
形
勢
論
」に
続
い
て
、
六
朝
の
各
論
に
入
る
。『
博
議
』は
比
較
的
長
文
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
そ
の
す

べ
て
を
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
、『
博
議
』の
孫
吳
観
を
見
て
い
こ
う
。

（
四
）吳
論

　

各
王
朝
の
論
の
冒
頭
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
論
的
な
文
章
が
あ
る
。
同
史
料
に
お
け
る
本
論
の
主
な
関
心
の
所
在
で
あ
る
吳
論
は
、
以

下
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

臣
燾
曰
、
必
有
合
天
下
之
勢
、
然
後
可
以
一
天
下
。
三
國
鼎
立
、
曹
氏
據
魏
、
地
廣
兵
強
、
奄
天
下
之
半
。
孫
權
以
一
隅
之
半
、
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則
其
勢
力
必
不
加
於
魏
、
而
君
臣
相
謀
、
連
荊
益
之
險
、
合
東
西
之
勢
、
以
抗
北
方
、
最
策
之
得
也
。（
中
略
）臣
謹
按
、
魏
之
攻
吳
、

凡
三
大
戰
、
戰
而
輙
敗
者
何
哉
。
南
人
之
勢
、
或
合
於
荊
、
或
合
於
蜀
。
用
東
西
全
力
、
則
可
以
制
敵
而
取
勝
。（
中
略
）使
吳
蜀
之

地
、
約
從
締
交
、
首
尾
相
應
、
如
此
三
戰
、
而
摩
之
以
歲
月
、
操
雖
強
、
亦
未
必
不
爲
吳
蜀
所
呑
。
惜
乎
。
合
淝
爲
敵
有
而
不
敢
取
、

西
蜀
藉
外
交
而
不
能
固
、
是
以
止
於
自
守
、
而
不
圖
進
取
之
功
。
孫
權
坐
此
、
有
志
而
無
成
。（
中
略
）後
之
有
天
下
者
、
版
圖
所
有
、

旣
得
吳
蜀
之
全
、
不
必
力
戰
以
爭
、
連
衡
以
取
、
而
形
勢
之
地
、
盡
爲
我
有
、
則
非
復
昔
日
三
國
之
吳
矣
。
若
能
以
此
進
圖
北
方
、

混
一
區
宇
、
爲
孫
權
之
所
不
能
爲
者
、
豈
不
偉
哉
。（
以
下
略
）

　

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
吳
・
蜀
が
合
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
張
論
文
も『
博
議
』の
特
徴
と
し
て「
江
蘇
・
安
徽
・
湖

北
南
部
・
四
川
の
地
区
を
拠
守
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
」と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
が『
博
議
』の
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。『
博
議
』に
よ
れ
ば
、
孫
權
に
と
っ
て
最
上
の
策
は
東
西
の
勢
を
合
し
て
北
方
に
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
り
、
吳
蜀
が
連

携
し
て
戦
っ
た
時
は
い
ず
れ
も
北
方
に
勝
利
し
て
お
り
、
吳
蜀
が
合
し
て
月
日
を
重
ね
れ
ば
曹
操
で
す
ら
吳
蜀
に
併
呑
さ
れ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
。そ
し
て
同
論
は
続
け
て
、吳
蜀
の
連
合
が
強
固
で
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、孫
吳
は
自
ら
を
守
る
に
止
ま
っ
た
と
惜
し
む
。

そ
し
て
同
文
の
終
盤
に
て
、「
吳
蜀
の
全
き
を
得
て
北
方
へ
進
出
し
て
天
下
を
統
一
し
、
孫
權
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
成
し
遂
げ
れ
ば
、

な
ん
と
偉
大
な
こ
と
か
」と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り『
博
議
』は
、「
南
宋
は
吳
の
よ
う
に
蜀
と
の
連
合
に
苦
慮
す
る
必
要
は
無
い
か
ら
、
孫

吳
よ
り
も
積
極
的
に
北
伐
に
打
っ
て
出
ら
れ
る
」と
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
主
張
に
つ
い
て
注（
３
）所
掲
載
胡
阿
祥
論
文（
以
下

「
胡
論
文
」）は
、
宋
の
君
主
を
激
励
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
確
か
に
そ
う
い
う
側
面
は
強
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に『
博

議
』は
、北
伐
や
天
下
統
一
を
勧
め
る
論
を
説
く
一
方
で
、北
伐
に
積
極
的
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
側
面
も
強
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

彼
の
全
体
的
主
張
が
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
続
け
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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上
掲
の
よ
う
な
吳
論
の
總
論
的
文
章
に
続
け
て
、
孫
吳
の
政
策
に
関
す
る
具
体
的
論
評
が
述
べ
ら
れ
る
。
總
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
重
要
な
も
の
を
い
く
つ
か
見
て
み
た
い
。

　
「
命
周
瑜
破
曹
操
於
赤
壁
」で
は
、
赤
壁
戦
の
果
た
し
た
意
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
赤
壁
の
戦
い
を「
守
り
の
た
め
に
攻
勢
に
出
た
戦
」と
位

置
づ
け
、こ
の
勝
利
が
後
の
孫
吳
に
と
っ
て
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
と
讃
え
る
。
そ
し
て
同
論
は
、曹
操
が
そ
の
後
積
極
的
に
南
方
に
打
っ

て
出
な
か
っ
た
の
も
、
曹
丕
が
吳
討
伐
を
謀
る
や
群
臣
が
こ
れ
を
諫
め
、
彼
の
代
に
は
大
戦
が
な
か
っ
た
の
も
、
赤
壁
の
勝
利
の
影
響
だ

と
論
じ
、
赤
壁
の
戦
い
を「
何
と
偉
大
で
は
な
い
か
」と
讃
え
て
い
る
。

　
「
借
劉
備
荊
州（
12
）」で
は
、「
大
事
を
為
す
に
は「
権
」が
必
要
で
あ
る
」と
し
、
劉
備
に
荊
州
を
貸
し
与
え
る
の
は
、
か
つ
て
劉
邦
が
韓

信
に
齊
の
地
を
仮
に
与
え
た
こ
と
と
同
じ
だ
と
説
く
。
そ
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
周
瑜
を
「
土
地
を
割
譲
し
て
英
雄
が
創
業
す
る
こ
と
が

失
策
だ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
土
地
を
貸
し
て
英
雄
を
使
役
す
る
こ
と
の
利
を
知
ら
ぬ
」
と
批
判
し
、
一
方
で
魯
肅
の
見
解
を
張
良
に
比

し
て
讃
え
て
い
る
。
劉
備
に
対
す
る
肩
入
れ
が
微
塵
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
。

　
「
曹
操
徙
濱
江
州
縣
近
内
以
避
吳
兵
」で
は
、
孫
權
の
出
兵
は
守
る
た
め
の
攻
撃
で
あ
っ
た
、
と
説
く
。

　
　

臣
燾
曰
、（
中
略
）孫
權
以
此
而
守
江
東
一
方
、
抗
魏
拒
蜀
、
内
外
禦
之
不
暇
、
而
又
歲
歲
出
師
、
拔
皖
口
、
襲
蘄
春
、
而
數
圍
合

淝
。
豈
其
守
禦
誠
有
餘
力
耶
。
蓋
示
之
以
不
憚
、
形
之
以
好
戰
、
使
魏
之
疆
埸
鰓
鰓
焉
畏
而
備
矣
。
則
吳
之
權
重
。
故
曹
公
慮
其
見

掠
、
而
徙（
13
）江
西
之
衆
。
滿
寵
畏
其
來
伐
、
而
遷
合
淝
之
城
。
以
曹
公
之
雄
・
滿
寵
之
畧
、
尚
畏
而
避
之
、
則
其
所
守
、
豈
憂
不
固
。

苟
不
先
之
、
則
魏
必
知
吾
所
欲
者
在
守
、
所
憚
者
在
戰
、
歲
出
重
兵
、
臨
江
而
扼
之
、
則
吳
之
力
困
於
備
魏
、
而
不
得
休
息
矣
、
安

能
致
曹
公
・
滿
寵
之
畏
哉
。
後
之
有
國
者
、
當
使
人
備
己
、
而
後
可
以
希
孫
權
之
守
云
。
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「
孫
權
が
本
来
は
防
御
に
暇
が
無
か
っ
た
は
ず
な
の
に
連
年
出
陣
し
た
の
は
、
余
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
好
戦
的
で
あ
る
こ
と
、
は

ば
か
り
が
無
い
こ
と
を
敵
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
曹
操
は
吳
に
侵
略
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
江
西
の
衆
を
移
住
さ
せ
、
滿
寵
は
合

肥
城
を
移
し
た
の
で
あ
る
」
と
分
析
し
、
実
際
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
孫
權
の
戦
略
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
攻
勢
を
見
せ

な
け
れ
ば
逆
に
孫
吳
が
連
年
攻
撃
さ
れ
る
側
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
説
き
、「
後
世
の
國
を
た
も
つ
者
は
、
相
手
に（
こ
ち
ら
か
ら
積

極
的
に
攻
撃
を
仕
掛
け
て
み
せ
る
こ
と
で
）
己
に
備
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
初
め
て
孫
權
の
よ
う
な
守
り
を
固
め
る
こ
と

が
望
め
る
の
で
あ
る
」と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
南
宋
の
國
防
に
関
す
る『
博
議
』の
見
解
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
論
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
南
宋
の
論
者
は
主
戦
派
か
和
睦
派
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
観
が
あ
る
が
、『
博
議
』は
ど

ち
ら
で
も
な
く
、
彼
の
主
張
は
「
最
初
か
ら
守
る
姿
勢
を
取
る
だ
け
で
は
駄
目
だ
が
、
攻
め
込
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
必
ず
し
も
中

原
恢
復
を
完
遂
す
る
た
め
の
出
兵
と
は
限
ら
な
い
」と
い
う
、
非
常
に
現
実
的
な
観
点
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

現
実
的
な
批
評
は
さ
ら
に
続
く
。
卷
一「
周
瑜
請
并
呑
梁
益
、
據
襄
陽
以
圖
北
方
」で
は
、
益
州
を
併
合
し
、
襄
陽
を
拠
点
と
し
て
北
伐

せ
ん
と
し
た
周
瑜
の
卓
見
を
高
く
評
価
し
、
彼
の
死
に
よ
り
そ
れ
が
成
ら
ず
、
益
州
は
蜀
の
手
に
落
ち
、
襄
陽
は
魏
に
帰
し
て
し
ま
っ
た

と
惜
し
む
。
こ
こ
か
ら
も
や
は
り
、『
博
議
』に
は
孫
吳
に
よ
る
天
下
統
一
が
成
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
意
図
こ
そ
あ
れ
、
蜀
漢
の
天

下
統
一
を
願
う
意
図
は
全
く
見
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
徙
治
建
業
」
で
は
、
建
業
こ
そ
都
と
し
て
最
上
で
あ
る
と
し
、
武
昌
へ
遷
都
し
た
こ
と
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
陳
愛
平
「
南
宋
對
六
朝

南
北
軍
事
對
峙
經
驗
的
理
論
研
究
」（『
沙
洋
師
範
高
等
専
科
學
校
學
報
』
二
〇
〇
六
年
三
期
）
に
よ
れ
ば
、
南
宋
に
お
け
る
主
戦
論
者
は
、

「
臨
安
を
都
と
す
る
の
は
妥
協
・
降
伏
で
あ
り
、
南
京
を
都
と
定
め
て
は
じ
め
て
北
方
進
出
が
で
き
る
」と
見
な
し
て
い
た
、
と
い
う
。
こ

れ
を
以
て
た
だ
ち
に『
博
議
』が
熱
心
な
主
戦
派
で
あ
っ
た
と
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
が
軍
事
的
側
面
に

着
目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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「
作
濡
須
塢
」で
は
、
孫
權
が
呂
蒙
の
進
言
に
従
い
濡
須
水
に
塢
を
建
て
た
こ
と
を
論
ず
る
。
孫
權
が
陸
遜
ら
に
武
昌
・
建
業
を
守
ら
せ
、

自
ら
は
濡
須
に
て
魏
軍
の
前
進
を
食
い
止
め
、
そ
の
隙
に
合
肥
を
包
囲
し
、
壽
春
を
襲
撃
し
た
と
い
う
戦
略
を
、
劉
邦
・
劉
秀
の
戦
術
で

あ
る
と
し
、「
孫
權
が
も
し
そ
の
志
を
み
た
せ
ば
、
天
下
は
平
定
で
き
た
で
あ
ろ
う
」と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
歴
代
の
漢
籍
で
よ
く
見
ら
れ

る「
古
の
偉
人
に
比
し
て
高
く
評
価
」と
い
う
手
法
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
論
も
や
は
り「
南
宋
も
天
下
統
一
は
可
能
だ
」と
い
う
論
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
後
述
す
る
史
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
博
議
』は
孫
權
へ
の
批
判
的
評
価
も
数
多
く
下
し
て
お
り
、
こ

こ
で
の
賞
賛
も
あ
く
ま
で「
讃
え
る
べ
き
は
讃
え
、
批
判
す
べ
き
は
批
判
す
る
」と
い
う
史
論
の
範
疇
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

卷
二
に
入
る
。「
命
陸
遜
討
平
山
越
、
強
者
爲
兵
、
羸
者
補
戶
、
得
精
卒
數
萬
人
」で
は
、
陸
遜
の
山
越
討
伐
と
自
軍
編
入
、
戸
籍
組
み

入
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
同
論
で
は
、「
戦
國
の
秦
が
韓
を
後
回
し
に
し
て
巴
蜀
を
討
伐
し
、
諸
葛
亮
が
魏
吳
を
放
置
し
て
南
夷
を

討
伐
し
た
の
は
、
そ
の
財
を
得
て
國
力
を
増
強
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」と
い
う
先
例
を
挙
げ
た
上
で
、「
吳
の
山
越
は
秦
の
巴
蜀
、
蜀
の
南

夷
で
あ
り
、
陸
遜
の
対
山
越
政
策
は
江
東
確
保
に
と
ど
ま
ら
ず
天
下
を
兼
併
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
も

『
博
議
』は
天
下
統
一
に
言
及
し
て
い
る
が
、
裏
を
返
せ
ば『
博
議
』に
と
っ
て
、
民
と
兵
の
確
保
が
な
け
れ
ば
天
下
統
一
は
難
し
い
、
と
い

う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
は
諸
葛
亮
を
倣
う
べ
き
先
例
と
し
て
例
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
朱
熹
の

よ
う
な「
諸
葛
亮
絶
賛
」と
い
う
論
調
で
は
な
い
こ
と
や
、
蜀
漢
こ
そ
天
下
を
統
一
す
べ
き
王
朝
だ
と
い
う
主
張
で
も
な
い
こ
と
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　
「
初
、
魯
肅
常
勸
孫
權（
14
）撫
輯
關
羽
以（
15
）禦
曹
操
、
呂
蒙
以
肅
言
爲
非
是
」で
は
、
魯
肅
と
呂
蒙
の
關
羽
に
対
す
る
見
解
の
相
違
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。



― 45 ―

『六朝通鑑博議』の孫吳論について

　
　

臣
燾
曰
、
智
者
謀
國
、
必
雜
以
利
害
。
借
力
於
黨
、
足
以
傾
敵
、
而
其
失
也
、
亦
足
以
自
傾
。
酈
食
其
謀
於
漢
、
欲
立
六
國
後
而

分
項
羽
之
力
、而
張
良
不
可
。
魯
肅
用
於
吳
、欲
撫
輯
關
羽（
16
）以
多
曹
操
之
敵
、而
呂
蒙
不
行
。
蓋
楚
漢
間
諸
侯
、視
強
弱
以
爲
去
就
、

使
楚
或
強
、六
國
復
撓
而
從
、則
漢
之
事
去
矣
。
漢
強
則
爲
黨
、漢
弱
則
爲
敵
。
智
者
謀
國
、而
反
益
敵
於
衒
弱
之
際
、豈
可
謂
功
哉
。

吳
魏
交
爭
、
關
羽（
17
）中
立
、
進
則
拒
魏
、
退
則
病
吳
。
魯
肅
欲
加
撫
輯
、
與
之
同
仇
、
以
蹙
曹
操
、
操
故
可
蹙
也
。
使
羽
得
志（
18
）、

以
蹙
操
之
術
加
之
於
吳
、
則
未
知
利
害
之
所
在
也
。
噫
、
二
子
皆
逐
於
利
、
而
不
雜
於
害
。
酈
生
之
謀
、
不
可
用
於
漢
。
則
魯
肅
之

計
、
豈
得
行
於
吳
也
。

漢
の
た
め
に
六
國
の
子
孫
を
建
て
項
羽
の
勢
力
を
削
ご
う
と
し
た
酈
食
其
の
考
え
に
張
良
が
反
対
し
た
こ
と
を
例
示
し
、「
魯
肅
は
關
羽

を
手
な
ず
け
て
曹
操
を
圧
迫
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
も
し
關
羽
が
曹
操
を
圧
迫
す
る
術
を
吳
に
与
え
れ
ば
、（
吳
に
と
っ
て
）利
害
の
所
在

は
分
か
ら
な
く
な
る
」と
説
き
、「
關
羽
を
手
な
ず
け
よ
う
と
し
た
魯
肅
も
、
そ
れ
を
非
と
し
た
呂
蒙
も
、
利
と
害
を
取
り
混
ぜ
て
策
を
考

え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
利
し
か
追
い
求
め
て
い
な
い
」
と
い
う
。
い
ず
れ
の
意
見
を
も
是
と
は
し
て
い
な
い
見
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

同
論
は
最
後
に
、「
酈
食
其
の
策
を
漢
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
魯
肅
の
計
も
吳
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
い
」と
言
い
、

少
な
く
と
も
魯
肅
の
見
解
を
不
可
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
劉
備
に
荊
州
を
貸
し
与
え
る
と
い
う
魯
肅
の
見
解
を
高
く
評
価
し
た
前
出
史

料
の
論
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
先
の
論
で
は
「
劉
備
に
荊
州
を
貸
す
の
は
あ
く
ま
で
権
宜
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

赤
壁
直
後
に
は
劉
備
を
味
方
に
す
る
の
は
利
が
あ
っ
た
が
、
事
こ
こ
に
至
っ
て
は
關
羽
を
放
置
す
る
ほ
う
が
吳
に
は
危
険
で
あ
る
、
と

い
う
の
が
『
博
議
』
の
主
張
な
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
に
お
い
て
關
羽
の
地
位
向
上
は
そ
れ
な
り
に
進
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
（
19
）、
こ
の

論
を
見
て
も『
博
議
』に
は
關
羽
を
討
つ
策
の
提
唱
に
何
の
躊
躇
も
感
じ
ら
れ
ず（
20
）、
あ
く
ま
で
孫
吳
に
と
っ
て
の
最
善
手
を
検
討
す
る
、

と
い
う
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
博
議
』は
続
く「
呂
蒙
勸
孫
權
討
關
羽（
21
）、全
據
長
江
、以
張
形
勢
」で
も
、
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孫
吳
の
荊
州
奪
取
を
肯
定
と
ま
で
は
い
か
ぬ
に
せ
よ
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。

　
「
受
魏
封
爵
」は
、
南
宋
が
金
と
ど
う
接
す
べ
き
か
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
興
味
深
い
論
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

臣
燾
曰
、（
中
略
）昔
高
祖
受〔
項
〕羽
之
封
、
勾
踐
爲
夫
差
之
役
、
皆
蓄
其
力
以
待
其
變
、
却
抑
士
氣
以
激
其
憤
、（
中
略
）何
獨
於

吳
不
能
哉
。
吳
之
稱
藩
於
魏
也
、
兵
未
嘗
一
日
加
吳
、
使
吳
因
其
暇
時
、
保
養
休
息
、
練
兵
秣
馬
、
竢
其
陳
留
王
之
怨
起
於
内
、
諸

葛
亮
之
兵
攻
於
外
、
鬭
亂（
22
）交
汨
、
疾
起
而
躡
之
、
則
天
下
可
圖
。
惜
其
能
示
弱
以
緩
敵
而
謀
之
不
深
、
卑
身
以
驕
人
而
持
之
不
久
、

不
忍
憤
憤
之
氣
、
改
元
稱
號
、
臨
江
拒
守
、
以
致
魏
兵
今
年
入
濡
須
、
明
年
入
淮
上
、
又
明
年
入
渦
口
、
歲
歲
相
持
、
不
暇
休
息
、

以
成
大
舉
。
視
漢
祖
・
越
踐
、
得
無
媿
乎
。

孫
權
が
曹
操
に
対
し
臣
と
称
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
か
つ
て
劉
邦
が
項
羽
の
封
を
受
け
、
勾
踐
が
夫
差
に
仕
え
た
こ
と
を
例
示
し
、「
吳

が
魏
の
臣
と
称
し
て
い
る
間
は
魏
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
隙
に
休
息
し
力
を
蓄
え
、
魏
内
外
の
異
変
を
待
っ
て
出
兵
す
れ

ば
天
下
統
一
で
き
る
」と
い
い
、
臣
従
の
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と
を
肯
定
的
に
見
て
い
る
。
同
論
は
続
け
て「
と
こ
ろ
が
惜
し
い
こ
と
に
、
謀

略
が
浅
か
っ
た
た
め
、
臣
従
の
姿
勢
を
長
く
維
持
せ
ず
、
改
元
し
て
号
を
称
し
、
長
江
に
臨
ん
で
守
り
を
固
め
た
た
め
、
毎
年
魏
の
攻
撃

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
」と
い
う
。
胡
論
文
は
斯
か
る
論
を
、金
と
南
宋
の
君
臣
・
叔
侄
の
関
係
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
直
ち
に
は
金
と
の
対
立
を
決
定
的
に
す
る
べ
き
で
な
く
、
暫
く
は
頭
を
下
げ
て
で
も
國
力
を
充
実
さ
せ
る

べ
き
だ
と
い
う『
博
議
』の
主
張
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
一
段
で
あ
る
。

　

た
だ
し
も
ち
ろ
ん『
博
議
』は
、金
に
心
服
し
て
し
ま
え
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。続
く「
魏
使
邢
正（
23
）至
吳
、吳
之
群
臣
皆
懷
憤
怨
」

で
は
、そ
の
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
同
論
は
、邢
貞
が
曹
丕
の
使
者
と
し
て
吳
に
や
っ
て
き
た
と
き
、そ
の
無
礼
な
態
度
に
張
昭
ら
が
憤
っ
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た
こ
と
を
高
く
評
価
し
、「
孫
氏
は
便
宜
上
よ
し
み
を
講
じ
戦
を
や
め
て
い
る
と
は
い
え
、
群
臣
の
気
は
慷
慨
奮
発
し
て
お
り
、
押
さ
え

込
め
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
君
子
は
こ
れ
に
よ
っ
て
吳
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
」と
い
う
。
前
掲「
受
魏
封

爵
」
と
連
続
し
た
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、「
國
力
増
強
の
た
め
隠
忍
自
重
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
心
ま
で
は
屈
服
し
な
い
ぞ
」
と
い

う
意
思
表
示
で
あ
る
と
も
読
め
る
し
、
主
戦
派
か
ら
の
批
判
に
予
防
線
を
張
っ
た
と
も
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
魏
に
臣
従
し

た
孫
吳
を
肯
定
的
に
論
ず
る
こ
と
が
、
当
時
に
お
い
て
は
慎
重
を
要
す
る
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
魏
將
曹
仁
以
步
騎
數
萬
向
濡
須
、
人
馬
步
涉
困
、
朱
元
（
24
）
以
爲
可
破
」
か
ら
の
四
つ
の
段
は
基
本
的
に
類
似
し
た
内
容
で
、
こ
ち
ら

が
動
か
ず
敵
を
疲
弊
さ
せ
る
の
が
有
利
で
あ
る
こ
と
、
江
東
が
こ
れ
に
適
し
た
地
で
あ
り
、
敵
を
攻
め
込
ま
せ
た
上
で
疲
弊
さ
せ
て
か
ら

破
る
と
い
う
戦
法
を
採
り
や
す
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
方
的
に
守
勢
に
回
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
四

段
の
最
後
に
当
た
る「
孫
權
使
周
魴
譎
挑
曹
休
、
率
兵
向
皖
、
陸
遜
破
休（
25
）石
亭
」で
は「
孫
權
は
晩
年
用
兵
に
倦
ん
で
、
高
祖
が
項
羽
を

垓
下
で
破
り
天
下
を
統
一
し
た
よ
う
な
挙
に
は
出
な
か
っ
た
」
と
批
判
し
て
お
り
、
南
宋
が
目
指
す
べ
き
最
終
目
標
は
あ
く
ま
で
天
下
平

定
で
あ
る
、
と
い
う
意
思
表
示
も
忘
れ
て
い
な
い
。

　
「
吳
論
」も
後
半
に
さ
し
か
か
る
と
、
批
判
的
な
論
調
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。「
孫
權
旣
卽
皇
帝
位
、
議
者
咸
以「
權
利
在
鼎
足
、
不
能

并
力
、
且
志
望
已
滿
、
無
上
岸
之
情
」」で
は
、
孫
權
が
皇
帝
に
即
位
し
、
蜀
で
は
孫
權
と
の
断
交
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
諸
葛
亮
が
反
対
し
、

孫
權
に
対
す
る
評
価
を
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

臣
燾
曰
、（
中
略
）
孫
權
據
長
江
之
巨
險
、
籍
再
世
之
遺
業
、
形
勝
萬
萬
於
漢
中
矣
。
而
又
周
瑜
欲
爲
之
呑
梁
益
、
朱
元
欲
爲
之

割
江
南（
26
）、
商
札（
27
）欲
爲
之
并
許
・
洛（
28
）。
臣
下
不
可
謂
無
其
人
。
而
孫
權
志
望
滿
於
鼎
足
、
據
形
勝
之
地
、
不
爲
進
取
之
計
、

徒
限
江
自
守
而
已
。
雖
時
出
師
、
北
不
踰
合
淝
、
西
不
過
襄
陽
、
以
示
武
警
敵
、
無
復
中
原
之
意
。
蓋
人
之
立
志
止
此
、
則
不
可
以
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志
望
之
外
而
責
之
也
。
諸
葛
亮
謂「
其
智
力
不
侔
」、
非
徒
失
言
、
亦
見
所
存
之
淺
矣
。

「
孫
權
は
父
・
兄
の
遺
業
を
継
承
し
て
長
江
の
要
害
に
拠
っ
た
が
、
こ
の
地
は
劉
邦
の
封
ぜ
ら
れ
た
漢
中
よ
り
遥
か
に
有
利
で
あ
っ
た
。

周
瑜
・
朱
桓
・
殷
禮
と
い
っ
た（
志
の
大
き
な
）配
下
も
い
た
。
し
か
し
孫
權
は
鼎
立
す
る
の
に
満
足
し
て
し
ま
い
、
中
原
を
窺
う
意
思
は

無
か
っ
た
。
諸
葛
亮
は
孫
權
を「
そ
の
智
と
力
が
魏
と
等
し
く
な
い（
か
ら
魏
と
戦
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
余
力
が
あ
る
の
に
動
か
な

い
の
で
は
な
い
）」と
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
た
だ
言
を
失
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
考
え
の
浅
さ
を
も
見
る
の
で
あ
る
」と
評
し
て
い
る
。

孫
權
が
天
下
統
一
の
大
志
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
手
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
葛
亮
の
孫
權
評
価
が
浅
薄
で
あ
る
と
も
論
じ

て
お
り
、
珍
し
い
タ
イ
プ
の
諸
葛
亮
批
判
で
あ
る
こ
と
も
面
白
い
。

　
「
商
札
以
曹
氏
政
衰
、
勸
孫
權
遣
諸
葛
瑾
等
攻
壽
春
、
陸
遜
等
攻
襄
陽
、
又
命
益
州
軍
于
隴
右
。
權
不
從
」で
は
、
孫
權
が
殷
禮
の
助
言

に
従
っ
て
魏
を
攻
め
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
曹
芳
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
魏
を
攻
め
れ
ば
、
許
・
洛
に
は
至
ら
ず
と
も
天
下
の
事

は
定
ま
っ
て
い
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
吳
は
、
し
ば
し
ば
出
陣
し
て
は
引
き
返
し
、
吳
の
兵
は
疲
弊
し
て
も
魏
に
は
損
を
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
吳
が
つ
い
に
中
原
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
曹
氏
が
鼎
足
の
雄
と
な
っ
た
の
は
、
孫
權
が
時
を
違
え
ぬ
こ
と
は
出
来
て
も
、
時
を

失
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
説
く
。「
動
く
べ
き
時
に
動
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
論
の
一
つ
と
捉
え
ら
れ
る

が
、
や
は
り
天
下
統
一
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。

　

卷
三
を
見
て
み
よ
う
。「
孫
權
集
衆
建
鄴
（
29
）、
揚
聲
將
北
伐
魏
。
王
基
策
其
必
不
能
出
、
已
而
果
然
」
で
は
、
孫
吳
が
疲
弊
の
た
め
出

兵
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
魏
の
王
基
ら
に
見
抜
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
敵
に
乗
ず
べ
き
隙
が
あ
っ
て
も
、
こ
ち
ら
の
内
部

が
そ
れ
ど
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
動
く
こ
と
は
不
可
能
」と
説
く
。
そ
し
て「
唐
藩
鎭
強（
30
）、
杜
牧
以
自
治
爲
上
策（
31
）。
臣
謂
非
特
唐
之
上
策
、

乃
吳
之
至
計
。
其
或
繼
吳
者
、
雖
百
世
而
下
、
治
己
攻
人
之
術
、
無
以
易
此
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
其
或
繼
吳
者
」
と
は
、
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南
宋
も
含
ま
れ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
攻
人
」と
い
う
選
択
も
放
棄
は
し
て
い
な
い
が
、
ま
ず
は
か
つ
て
杜
牧
も
説
い
た「
自
治
」こ

そ
が
肝
要
で
あ
り
、「
攻
撃
よ
り
内
部（
政
務
・
軍
備
・
人
材
）の
充
実
が
重
要
」と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
常
に
現
実
的
な
見
解
で

あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
恐
ら
く『
博
議
』も
、
こ
れ
が
著
さ
れ
た
段
階
で
は
、
ま
だ
南
宋
は
北
伐
に
動
く
べ
き
時
で
は
な
い
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

批
判
的
な
論
は
さ
ら
に
続
く
。
諸
葛
恪
が
魏
軍
を
大
破
し
た
東
興
の
戦
い
に
つ
い
て
論
じ
た「
諸
葛
恪
大
破
魏
兵
於
東
興
」に
は
、
以
下

の
よ
う
な
評
価
が
見
え
る
。

 　
　

臣
燾
曰
、
輕
敵
則
無
成
、
玩
兵
則
無
震
。（
中
略
）
諸
葛
恪
之
智
、
安
可
望
孫
權
萬
一
。
孫
權
用
師
於
強
盛
之
時
。
而
恪
、
舉
事

於
政
衰
之
後
、
動
兵
於
竭
力
之
時
。
頻
年
動
衆
、
以
與
敵
國
。
東
興
之
築
、
淮
南
之
戰
（
32
）、
敵
一
不
損
、
而
徒
殘
其
兵
、
消
其
威
。

至
晉
師
之
來
、
兵
疲
威
消
、
無
以
禦
之
。
推
原
所
自
、
恪
之
罪
也
。

「
諸
葛
恪
は
孫
權
の
智
の
万
分
の
一
も
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。東
興
に
お
け
る（
堤
防
の
）修
築
と
淮
南
の
戦
は
、魏
は
全
く
損
失
が
な
く
、

吳
は
徒
に
兵
を
損
な
い
威
を
消
し
た
。
の
ち
に
晉
軍
が
襲
来
し
た
と
き
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
諸
葛
恪
の
せ

い
で
あ
る
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
孫
吳
滅
亡
の
責
任
を
東
興
で
大
勝
し
た
は
ず
の
諸
葛
恪
に
帰
す
る
大
変
厳
し
い
評
価
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
主
戦
派
に
対
す
る
諫
言
的
な
要
素
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う（
33
）。

　

吳
論
最
後
と
な
る「
陸
抗
言「
西
陵
、
國
之
西
門
」」で
は
、
吳
論
冒
頭
で
提
起
さ
れ
た
吳
蜀
の
連
合
の
重
要
性
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
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臣
燾
曰
、（
中
略
）昔
者
、
周
瑜
用
於
吳
、
而
欲
取
劉
璋
。
甘
寧
用
於
吳
、
而
欲
取
張
魯
。
皆
欲
全
天
下
之
勢
、
以
爲
進
取
之
資
也
。

孫
權
信
備
之
言
、周
瑜
北
還
、而
劉
備
西
伐（
34
）、蜀（
35
）定
而
勢
分
矣
。
天
下
之
勢
旣
不
能
全
、則
孫
權
命
世
之
英
、諸
葛
亮
一
時
之
傑
、

約
從
締
交
、相
與
爲
一
、以
共
苦
魏
。（
中
略
）而
孫
權
因
關
羽（
36
）之
嫌
、稱
臣
於
魏
、絶
好
於
蜀
、以
自
斷
其
右
臂
。（
中
略
）臣
常
思
、

吳
之
爭
天
下
、
上
策
莫
如
全
天
下
之
勢
、
中
策
莫
如
固
天
下
之
交
、
最
下
自
守
而
已
。
始
不
用
周
瑜
、
以
無
蜀
而
自
守
、
終
不
用
陸

抗
、
以
無
蜀
而
至
於
速
亡
。
後
之
有
天
下
者
、
據
吳
奄
蜀
、
大
勢
已
合
、
而
不
藉
外
交
、
則
可
以
爲
孫
權
之
所
不
能
爲
者
矣
。

「
周
瑜
は
劉
璋
を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
孫
權
は
劉
備
の
言
を
信
じ
て
益
州
攻
撃
の
軍
を
引
き
返
さ
せ
、
劉
備
が
蜀
を
征
伐
し
て
し
ま
っ
た

た
め
、「
天
下
之
勢
」は
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
孫
權
・
諸
葛
亮
と
い
っ
た
英
傑
に
よ
り
吳
蜀
は
盟
約
を
結
ん
で

魏
を
苦
し
め
よ
う
と
し
た
が
、
孫
權
は
關
羽
を
討
ち
取
り
、
魏
に
臣
下
と
称
し
、
蜀
と
断
絶
し
た
。
こ
れ
は
自
ら
の
右
腕
を
断
ち
切
っ
た

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
臣
が
常
に
思
う
こ
と
に
は
、
吳
が
天
下
を
争
う
の
に
、
上
策
は「
天
下
之
勢
」を
全
う
す
る（
＝
吳
が
蜀
を
領
有
す

る
）こ
と
、
中
策
は「
天
下
之
交
」を
固
め
る（
＝
吳
が
蜀
と
連
携
す
る
）こ
と
、
下
策
は
自
守
だ
け
で
あ
る
。
周
瑜
・
陸
抗
い
ず
れ
の
意
見

も
採
ら
な
か
っ
た
吳
は
滅
亡
し
た
。
の
ち
の
天
下
を
取
っ
た
者
は
、
吳
蜀
を
兼
ね
備
え
、
大
勢
は
す
で
に
合
し
て
お
り
、
外
交
せ
ず
と
も

孫
權
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
為
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。
劉
備
が
孫
權
を
騙
す
か
た
ち
で
益
州
を
領
有
し

た
こ
と
も
批
判
的
に
評
し
て
い
る
が
、
孫
權
の
關
羽
襲
撃
も「
自
ら
の
右
腕
を
断
ち
切
っ
た
」と
強
く
批
判
し
て
お
り
、『
博
議
』の
論
旨
が

「
蜀
吳
が
一
枚
岩
で
あ
る
こ
と
が
天
下
を
争
う
必
須
条
件
」と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
従
え
ば
南
宋
は

こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、『
博
議
』は
前
述
の
よ
う
に「
自
治
」の
重
視
を
説
い
て
も
お
り
、
吳
蜀
が
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
直
ち
に
北
伐
へ
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
政
権
存
続
の
最
低
条
件
と
み
て
い
た
、
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
五
）東
晉
論
以
降

　

吳
論
の
終
了
後
は
、
東
晉
論
、
宋
論
、
齊
論
、
梁
論
、
陳
論
と
続
く
。
以
降
、『
博
議
』の
孫
吳
観
が
看
取
で
き
る
も
の
を
い
く
つ
か
見

て
お
く
。

　

引
き
続
き
卷
三
の
東
晉
論
の
冒
頭
で
は
、
東
晉
の
君
臣
と
比
較
し
て
孫
權
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。「
東
晉
の
元
帝
は
乱
世
を
お
さ
め

る
才
能
は
な
く
、
王
導
は
経
世
の
才
を
持
た
な
か
っ
た
。
攻
勢
に
出
る
こ
と
も
な
く
、
守
り
も
尽
く
し
き
っ
て
は
い
な
い
。
孫
權
は
忠
義

に
厚
く
頼
る
こ
と
の
で
き
る
部
下
を
選
ん
で
江
陵
を
守
ら
せ
、
呂
蒙
に
濡
須
口
に
塢
を
作
ら
せ
、
み
ず
か
ら
兵
を
率
い
て
そ
の
塢
を
守
っ

た
。
東
晉
は
王
敦
を
荊
州
に
鎮
さ
せ
、
蘇
峻
に
歴
陽
を
守
ら
せ
た
が
、
こ
の
二
人
は
背
い
た
。
そ
の
後
、
庾
亮
・
庾
翼
・
殷
浩
・
桓
温
ら

の
出
兵
案
に
、
蔡
謨
・
王
述
・
王
羲
之
・
孫
綽
ら
が
反
対
し
た
。
討
伐
が
成
功
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
は
東
晉
の
君
臣
が
怯
え
す
ぎ
、

習
慣
を
遵
守
す
る
の
に
つ
と
め
す
ぎ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
肥
水
の
戦
い
の
あ
と
、
謝
安
は
中
原
を
窺
う
こ
と
も
で
き
た
の
に
そ
れ
を
し
な

か
っ
た
。
王
導
も
謝
安
も
東
晉
の
偉
人
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
意
を
北
に
向
け
ず
、
他
の
人
は
平
凡
無
能
で
、
五
胡
は
晉
に
と
っ
て
も「
不

討
之
讎
」と
な
っ
た
。
痛
恨
で
あ
る
」と
い
う
。
優
れ
た
忠
臣
と
し
て
呂
蒙
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
東
晉
と
比
べ
孫
吳
の
君
臣
を
高
く
評
価

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

祖
逖
を
高
く
評
価
す
る「
祖
逖
北
伐
後
趙
、
留
鎭
雍
丘
。
自
河
以
南
、
皆
歸
于
晉
」で
も「
自
孫
氏
立
國
於
南
、
以
呂
蒙
・
陸
遜
之
豪
雄
、

不
敢
上
岸
輕
議
其
地
」と
論
じ
、
呂
蒙
・
陸
遜
ら
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
同
論
は
他
に
も
比
較
対
象
と
し
て
、
北
伐
を
敢
行
し
た
桓
温
・

謝
玄
・
劉
裕
・
宋
文
帝
を
挙
げ
、
祖
逖
は
そ
れ
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
論
旨
な
の
だ
が
、『
博
議
』が
呂
蒙
・
陸
遜
を
相
当
の
名
将
と
評

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
趙
人
屢
攻
陷
襄
陽
、
晉
輙
復
取
之
、
陶
侃
使
元
宣（
37
）鎮
襄
陽
、
趙
攻
之
不
克
」は
、
襄
陽
の
重
要
性
を
強
調
す
る
論
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
關
羽
の
襄
陽
攻
撃
が
曹
操
を
恐
れ
さ
せ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、「
雖
曹
公
之
善
用
兵
、
有
不
能
抗
者
」と
い
う
表
現
が
見
え
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る
。『
博
議
』内
で
の
曹
操
に
対
す
る
呼
称
は
一
定
し
な
い
の
で（
後
述
）、
こ
こ
で「
曹
公
」と
呼
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
曹
操
に
敬
意
を
持
っ

て
い
た
と
は
全
く
言
え
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
曹
操
の
軍
事
力
は
高
く
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
燕
使
劉
翔
至
建
康
、

勸
晉
公
卿
先
從
事
巴
蜀
」で
は
、「
漢
高
祖
・
唐
太
宗
之
先
關
中
、漢
光
武
之
先
河
北
、魏
武
帝
之
先
山
東
、皆
勢
也
」と
い
う
。
曹
操
を
劉
邦
・

李
世
民
・
劉
秀
と
同
列
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
高
い
評
価
の
表
れ
と
見
て
良
い
が
、
先
に
指
摘
し
た
通
り
、『
博
議
』は
孫
權
も
劉
邦
・
劉

秀
に
比
し
て
お
り
、『
博
議
』の
三
國
論
が
、
曹
操
の
み
を
、
あ
る
い
は
孫
權
の
み
を「
創
業
の
偉
人
」と
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
は
解

釈
で
き
な
い
。『
博
議
』に
お
け
る
一
尊
的
三
國
論
の
欠
如
が
こ
こ
か
ら
も
見
出
せ
る
。

　
「
元
温
（
38
）
伐
漢
、
遂
定
巴
蜀
之
地
」
で
は
、「
惟
其
得
蜀
據
吳
、
命
忠
義
之
將
如
祖
豫
州
者
、
付
之
外
閫
、
又
何
患
中
原
之
不
能
復
乎
」

と
述
べ
、
吳
論
な
ど
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
吳
蜀
を
一
つ
と
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
再
度
説
か
れ
る
。

　

卷
四「
元
温
討
姚
襄
至
洛
陽
」は
、
吳
を
中
心
に
三
國
を
説
く
同
書
と
し
て
は
珍
し
く
、
曹
操
を
中
心
と
し
た
論
と
な
っ
て
い
る
。
論
旨

は「
桓
温
が
姚
襄
を
討
ち
取
れ
な
か
っ
た
責
任
は
そ
も
そ
も
殷
浩
に
あ
る
」と
い
う
も
の
で
、
姚
襄
に
不
義
の
心
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
殷
浩

が
彼
を
疑
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
批
判
し
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
人
材
活
用
術
の
事
例
と
し
て
、
曹
操
の
人
材
活
用
お
よ
び
人
材
処
断
の
巧

み
さ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
斯
か
る
曹
操
へ
の
高
い
評
価
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、孫
吳
を
中
心
に
三
國
時
代
を
捉
え
る『
博
議
』が
、

孫
吳
賞
賛
と
表
裏
し
て
曹
魏
を
批
判
・
否
定
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。

　

卷
五「
謝
元（
39
）破
苻
堅
於
淝
水
」で
は
、
苻
堅
が
淝
水
で
大
敗
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
非
常
に
短
く
論
ず
る
。

　
　

臣
燾
曰
、智
者
不
獨
知
人
、亦
必
有
以
知
天
。蓋
人
可
以
力
取
、可
以
智
勝
。而
智
謀
衆
力
所
不
能
爲（
40
）者
、天
而
已
。況
禮
樂
之
地
、

正
朔
所
在
、
天
意
眷
佑
、
不
可
與
爭
。
苻
堅
恃
區
區
之
衆
、
欲
以
勝
天
、
其
愚
甚
矣
。
智
如
信
、
勇
如
布
、
威
如
莽
、
天
所
不
與
、

終
膏
斧
鉞
、
況
下
於
此
者
乎
。
故
王
猛
・
苻
融
丁
寧
爲
堅
言
之
、
彼
蓋
知
此
者
矣
。
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「
智
・
力
も
天
に
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
し
て
、
礼
楽
の
地
・
正
朔
の
所
在
は
天
の
庇
護
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
争
う
べ
き

で
は
な
い
。
天
に
勝
と
う
と
し
た
苻
堅
は
甚
だ
お
ろ
か
で
あ
る
」と
い
う
論
旨
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
論
は
前
述
の「
總
六
朝
形
勢
論
」に

も
あ
り
、
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は『
博
議
』に
も「
正
朔
の
所
在
」へ
の
関
心
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を「
正
統
」と
言
わ
な

い
あ
た
り
が
、
宋
代
の
正
統
論
隆
盛
の
潮
流
に『
博
議
』が
便
乗
し
て
い
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
ま
た
三
國
論
と
い
う

視
点
か
ら
は
、
吳
論
に
お
い
て
は「
正
朔
」を
め
ぐ
る
見
解
が
展
開
さ
れ
ず
、
東
晉
論
以
降
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
観
点
が
述
べ
ら
れ
る
の

も
注
目
に
値
す
る
。

　

同
じ
く
卷
五「
劉
裕
東
還
、
留
其
子
義
眞
守
長
安
、
私
命
沈
田
子
殺
王
鎭
惡
、
自
是
諸
將
不
和
」で
は
、
王
鎭
惡
と
沈
田
子
の
不
和
か
ら

沈
田
子
が
王
修
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
才
能
あ
る
人
々
同
士
で
衝
突
し
な
い
よ
う
に
、
配
置
場
所
を
分
け
て
そ
の
才
能
を
尽

く
さ
せ
、
お
互
い
に
害
を
与
え
合
わ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
主
の
能
力
に
よ
る
」と
し
、
成
功
例
と
し
て
光
武
帝
の
寇
恂
・
賈
復
の
活
用
、

諸
葛
亮
の
楊
儀
・
魏
延
の
活
用
を
挙
げ
て
い
る
。
先
程
は
人
材
活
用
の
先
例
と
し
て
曹
操
が
例
示
さ
れ
て
い
た
が
、「
優
れ
て
い
る
先
例

は
三
國
の
別
を
重
視
し
な
い
」
と
い
う
態
度
が
明
確
で
あ
り
、
こ
の
点
も
や
は
り
宋
代
以
前
に
よ
く
見
ら
れ
た
三
國
論
的
な
性
格
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
卷
六（
41
）「
魏
寇
青
・
兗
・
冀
三
州
、
何
承
天
陳
四
策
」で
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は「
曹
操
之
謀
天
下
、
先
由
許
・
洛
、

司
馬
懿
之
謀
吳
、
先
由
淮
泗
、
諸
葛
亮
之
謀
魏
、
先
由
渭
南
。
先
謀
根
本
、
後
謀
攻
守
、
此
策
之
上
也
」
と
、
曹
操
・
諸
葛
亮
・
司
馬
懿

の
戦
略
を
同
時
に
上
策
と
し
て
讃
え
て
い
る
。諸
葛
亮
と
司
馬
懿
を
同
時
に
賞
賛
す
る（
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、司
馬
懿
の
対
吳
政
策
と
、

諸
葛
亮
の
対
魏
政
策
で
あ
り
、
矛
盾
は
無
い
の
だ
が
）と
い
う
の
は
、
余
り
他
に
類
例
が
無
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

卷
七「
魏
主
攻
旴
眙
、
不
克
、
退
走
」で
は
、
北
が
南
を
攻
撃
し
て
敗
北
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
、
曹
操
が
赤
壁
で
敗
北
し
た
理
由
に

つ
い
て
も
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
同
論
に
よ
れ
ば
、「
曹
操
は
漢
を
呑
み
込
む
意
思
を
持
ち
、
袁
紹
ら
を
滅
ぼ
し
、
ま
た
さ
ら
に
孫
權
・
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劉
備
を
配
下
に
し
よ
う
と
し
、
厭
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
誰
が
こ
れ
を
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
吳
の
人
々
は
ひ
と
た
び
怒
る
や
、
孫
・

劉
と
も
に
奮
起
し
、
曹
操
は
敗
北
に
追
い
や
ら
れ
た
の
だ
」
と
い
う
。
同
論
は
続
け
て
、
苻
堅
や
北
魏
の
太
武
帝
の
南
方
討
伐
が
不
首
尾

に
終
わ
っ
た
原
因
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
の
だ
が
、
そ
の
論
旨
は
「
東
晉
・
宋
は
弱
か
っ
た
が
、
正
朔
の
所
在
で
あ
り
、
苻
堅
た
ち
は
こ

れ
を
臣
下
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
少
し
で
も
知
識
の
あ
る
者
は
、
誰
が
左
衽
す
る
の
に
甘
ん
じ
よ
う
か
。
晉
・
宋
は
こ
れ
に
ひ
と
た
び
怒

る
や
、
士
民
と
も
に
憤
り
、
秦
・
魏
い
ず
れ
も
敗
走
し
た
」
の
だ
と
い
う
。
東
晉
・
劉
宋
の
勝
因
を
正
朔
の
所
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め

る
の
に
対
し
、
曹
操
と
孫
權
の
対
立
構
造
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
正
朔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
単
に
曹
操
の
飽
く
な

き
野
心
を
批
判
的
に
描
写
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も『
博
議
』に
は
三
國
の
正
朔
の
所
在
に
つ
い
て
論
及
し
た
箇
所
が
一
つ
も

無
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
三
國
時
代
の
正
朔
の
所
在
に
つ
い
て
論
ず
る
意
図
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

同
じ
く
卷
七「
魏
人
瓜
步
之
役
、
破
南
兗
・
徐
・
兗
・
豫
・
青
・
冀
六
州
、
殺
掠
無
餘
」で
は
、「
勝
天
下
」の
実
例
と
し
て
曹
操
が
挙
が
っ

て
い
る
。「
項
羽
が
暴
を
為
す
と
劉
邦
は
義
を
為
し
、
袁
紹
が
乱
を
為
す
と
曹
操
は
整
を
為
し
た
。
相
手
が
為
さ
ぬ
こ
と
を
為
す
こ
と
に

よ
り
、
天
下
は
劉
邦
や
曹
操
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
北
魏
は
強
か
っ
た
と
は
い
え
そ
の
性
質
は
未
だ
改
ま
っ
て
お
ら
ず
、
残
忍
な
行
い
を

し
た
。
こ
の
と
き
劉
宋
文
帝
が
良
い
行
い
に
つ
と
め
れ
ば
、河
南
・
河
北
の
民
は
王
師
の
来
な
い
の
を
憂
え
る（
早
く
来
て
欲
し
い
と
思
う
）

よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
文
帝
の
行
い
は
索
虜
と
大
差
無
い
も
の
で
あ
り
、
実
施
さ
れ
た
政
務
が
等
し
い
の
に
勢
が
敵
せ
ぬ

と
な
れ
ば
、
逆
に
敵
が
勝
利
し
て
し
ま
う
の
も
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
孫
權
や
孫
吳
に
対
す
る
言
及
は
一
切
な
く
、
劉
邦
と

並
ぶ
天
下
人
と
し
て
曹
操
が
挙
が
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　

続
く「
江
南
白
丁
、
輕
進
易
退
」で
は
、
諸
葛
亮
・
孫
權
の
用
兵
を
讃
え
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。

　
　

臣
燾
曰
、（
中
略
）秦
人
勁
、
晉
人
悍
、
當
輕
用
之
。
吳
人
脆
、
蜀
人
懦
、
當
重
用
之
。
昔
者
、
武
侯
之
用
蜀
、
用
以
法
。
孫
權
之
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用
吳
、
用
以
將
。
爲
節
制
之
師
、
不
動
如
山
、
攻
掠
如
火
、
故
對
魏
而
蜀
人
不
敗
。
遷
潘
・
呂
之
徒
、
將
如
龍
虎
、
士
有
所
恃
、
故

對
魏
而
吳
人
不
敗
。
移
吳
・
蜀
之
人
、
爲
秦
・
晉
之
性
、
兵
家
之
用
、
至
此
而
後
神
矣
。

同
論
に
よ
れ
ば
、
吳
や
蜀
の
兵
は
脆
く
て
惰
弱
で
あ
る
が
、
諸
葛
亮
や
孫
權
が
厳
格
な
軍
律
や
頼
れ
る
猛
将
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
北
方

と
戦
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
無
論
、
南
宋
の
兵
士
が
強
く
な
い
と
い
う
彼
の
思
い
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

卷
十
の
陳
論
に
あ
る「
吳
明
徹
伐
北
齊
、
收
復
淮
南
之
地
」で
は
、
再
度
荊
州
の
重
要
性
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
同
論
で
は「
薦
紳
之
議

以
爲
、
孫
權
勇
而
能
斷
、
陸
遜
忠
而
能
謀
、
臣
主
倶
賢
、
故
能
保
有
江
南
、
以
遺
後
人
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
当
時
の

輿
論
を
実
際
に
反
映
し
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
陳
の
君
臣
よ
り
は
孫
吳
の
君
臣
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
陳
の
君
臣
を
賞
賛
す
る『
博
議
』の
論
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
珍
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
ま
れ
、

こ
こ
で
も『
博
議
』は
、
呂
蒙
・
陸
遜
の
荊
州
・
益
州
攻
略
と
い
う
戦
略
を
肯
定
的
に
見
て
お
り
、
両
者
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
　
　
　

三
．『
六
朝
通
鑑
博
議
』の
孫
吳
観
の
特
徴
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
内
容
か
ら
、『
博
議
』の
孫
吳
論
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
ず
一
つ
め
は
、
対
金
政
策
に
関
す
る
意
見
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
博
議
』
は
、
何
度
も
天
下
統
一
に
言
及
し
、

晩
年
の
孫
權
に
そ
の
意
思
が
無
い
と
批
判
し
て
い
る
が
、一
方
で
は
北
伐
に
か
な
り
慎
重
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
前
掲
の『
四
庫
全
書
總
目
』も
、「
李
燾
が「
恢
復
之
計
」を
過
度
に
は
論
じ
な
か
っ
た
こ
と
と『
博
議
』の
意
図

が
一
致
す
る
」と
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
張
論
文
も『
博
議
』は
失
地
回
復
に
積
極
的
と
は
言
い
が
た
い
と
指
摘
し
、「
虞
允
文
が
、
乾
道
六

年（
一
一
七
〇
）以
降
北
伐
を
急
ぐ
姿
勢
を
弱
め
た
の
は
、『
博
議
』の
影
響
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
」と
見
て
い
る
。
虞
允
文
が
本
当

に『
博
議
』を
読
ん
だ
の
か
、
ひ
い
て
は
、
政
策
決
定
に
対
し『
博
議
』が
そ
こ
ま
で
影
響
力
を
持
っ
た
の
か
を
直
ち
に
断
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、『
博
議
』が
北
伐
に
慎
重
で
あ
っ
た
と
す
る
点
は
、
首
肯
す
べ
き
見
解
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
講
和
の
み
を
説
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
、「
守
る
た
め
の
攻
め
は
必
要
」「
孫
吳
が
魏
に
臣
従
の
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と
に
倣
い
、
南
宋
も
金
に
暫

時
頭
を
下
げ
て
で
も
国
力
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
だ
が
、
決
し
て
金
に
心
服
す
る
わ
け
で
は
な
い
」「
機
会
が
訪
れ
た
時
に
は
攻
勢
に
出
る

べ
き
で
、
そ
の
と
き
に
動
け
る
だ
け
の
国
力
を
蓄
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
主
戦
派
、
講
和
派

の
い
ず
れ
か
に
截
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
か
つ
冷
静
な
見
解
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
主
張
が
多
く
の
賛
同
を
集
め

に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

二
つ
め
の
特
徴
は
、『
博
議
』の
三
國
論
は
孫
吳
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
序
論
に
あ
る
よ
う
に
、
同
著
述
は
六

朝
の
歴
史
を
鑑
と
し
て
南
宋
の
現
状
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
濃
厚
で
あ
り
、
か
か
る
同
著
の
執
筆
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
孫
吳
中
心

の
論
と
な
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
孫
吳
を
中
心
に
三
國
を
論
じ
、
孫
吳
が
天
下
統
一
す
る
た
め
に
採
る
べ
き

で
あ
っ
た
方
策
を
検
討
す
る
論
は
、
中
國
通
史
の
中
で
も
稀
有
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
論
点
も
多
岐
に
及
び
、
こ
こ
で
は
そ
の

総
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
孫
權
の
賢
君
ぶ
り
や
、
そ
れ
を
支
え
た
周
瑜
・
魯
肅
・
呂
蒙
・
陸
遜
ら
の
戦
略
に
対
し
、

高
い
評
価
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
様
子
は
、
魏
蜀
を
中
心
と
し
た
三
國
論
に
馴
染
ん
だ
我
々
に
は
、
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
側
面
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
孫
權
の
戦
略
の
誤
り
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
論
も
多
数
あ
り
、「
孫
吳
を
讃
え
る
こ
と
で
南
宋
を
正
当
化
・
賛
美
す
る
」と
い
っ

た
安
っ
ぽ
い
論
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、孫
吳
の
失
敗
か
ら
教
訓
を
得
よ
う
と
い
う『
博
議
』著
者
の
冷
静
な
観
察
眼
が
看
取
で
き
る
。
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こ
う
い
っ
た『
博
議
』の
孫
吳
論
の
存
在
は
、
当
時
に
お
い
て
孫
吳
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
十
分
で
あ
ろ

う
。

　

ま
た
こ
の
関
連
で
指
摘
す
べ
き
三
つ
め
の
特
徴
は
、
蜀
出
身
で
あ
る
は
ず
の
李
燾
（
42
）
の
著
作
と
さ
れ
る『
博
議
』か
ら
、
蜀
漢
を
贔
屓

し
よ
う
と
い
う
意
思
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
劉
備
や
蜀
漢
に
よ
る
天
下
統
一
を
願
う
論
が
一
つ
も
無
い
だ
け
で
な
く
、
周
瑜
の

死
に
よ
り
彼
の
益
州
領
有
計
画
が
成
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
だ
り
、
呂
蒙
の
対
關
羽
政
策
を
比
較
的
肯
定
的
に
捉
え
る
な
ど
、
蜀
漢

に
敬
慕
や
同
情
の
念
を
持
つ
論
者
に
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
そ
う
も
な
い
論
が
次
々
と
展
開
さ
れ
る
。
四
庫
全
書
収
録
の『
博
議
』が
、
關

羽
を
め
ぐ
る
記
述
に
つ
い
て
相
当
の
改
変
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
南
宋
に
お
い
て
こ
う
い
っ
た
三
國
論
が

存
在
し
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も『
四
庫
全
書
總
目
』の『
三
國
志
』に
て
説
く
よ
う
な「
南
宋
の
人
は
状
況
が
似
て
い
る
蜀
漢
を
帝
と
し
た
」

と
は
異
な
る
有
力
な
事
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う（
43
）。

　

そ
し
て
四
つ
め
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
正
統
論
的
な
観
点
の
不
在
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、『
博
議
』の
中
に「
正
統
」の
語
は
一
度
も
登

場
し
な
い
。
南
宋
の
士
大
夫
が
正
統
論
の
存
在
を
知
ら
ぬ
と
は
思
え
な
い
の
で
、『
博
議
』中
に
一
度
も「
正
統
」の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な

い
の
は
意
図
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、『
博
議
』は
歐
陽
脩
以
来
の
正
統
論
隆
盛
の
流
れ
に
意
図
し
て
乗
っ
て
い
な
い
可
能

性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
実
際
、
同
著
の
正
統
論
的
性
格
の
不
在
は
確
か
に
あ
る
。
確
か
に
同
著
は
孫
吳
を
中
心
と
し
た
三
國
論
で
あ
り
、「
ど
う
す
れ

ば
孫
吳
が
天
下
を
統
一
で
き
た
か
」
と
い
う
点
を
研
究
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
孫
吳
へ
の
肩
入
れ
の
姿
勢
、
南
宋
の
現
状

を
孫
吳
に
投
影
す
る
と
い
う
視
点
が
疑
い
な
く
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
蕭
常
の
よ
う
な
蜀
漢
正
統
論
者
と
『
博
議
』
の
決
定
的
な
差
異
は
、

『
博
議
』は
孫
吳
だ
け
を
高
く
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
博
議
』は
、
同
著
に
て
幾
度
か「
正
朔
」の
語
を
用

い
、
東
晉
南
朝
が
正
朔
の
所
在
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
正
朔
が
吳
に
あ
る
と
は
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
既
に
見
た
よ
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う
に
、
北
方
の
曹
魏
と
江
東
の
孫
吳
の
関
係
は「
中
原
を
領
有
す
る「
夷
狄
」と
、
江
南
に
い
る「
中
國
」」と
同
じ
で
は
な
い
、
と
明
言
し
て

い
る
。
し
か
も『
博
議
』は
、
曹
操
や
諸
葛
亮
な
ど
孫
吳
の
敵
國
人
士
を
賞
賛
す
る
論
を
た
び
た
び
展
開
し
て
お
り
、
呼
称
も
孫
權
は
も
っ

ぱ
ら
呼
び
捨
て
で
あ
る
の
に
対
し
、
曹
操
は「
曹
操
」「
曹
公
」「
操
」、
諸
葛
亮
は「
武
侯
」「
孔
明
」「
諸
葛
亮
」と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な

呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、『
博
議
』宋
本
の
巻
頭
に
は
、「
三
國
譜
系
圖
」が
あ
り
、
そ
こ
で
は
魏
の
君
主
は「
武
帝
」「
文
帝
」「
明
帝
」

「
齊
王
」「
高
貴
郷
公
」「
元
帝
」と
表
記
さ
れ
、
蜀
の
君
主
は「
先
主
」「
後
主
」と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
吳
の
君
主
は「
權
」「
休
」「
亮
」

「
皓
」と
呼
び
捨
て
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
見
れ
ば
孫
吳
君
主
だ
け
貶
め
て
い
る
と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
こ
に
褒
貶
の
意

図
は
無
く
、『
三
國
志
』の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に『
博
議
』に
は
、
三
國
人
物
の
呼
称
の
使
い
分
け
を
以
て

褒
貶
の
意
を
込
め
る
と
い
う
拘
り
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
蕭
常『
續
後
漢
書
』が
劉
備
を
基
本
的
に「
昭
烈
」と
表
記
す
る
拘
り
を

見
せ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、『
博
議
』に「
孫
吳
正
統
論
」を
含
め
一
尊
的
な
三
國
正
統
論
を
展
開
し
よ

う
と
い
う
意
図
が
無
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
の「
正
統
論
の
不
在
」と
い
う
特
徴
は
一
見
、
上
述
の「
孫
吳
中
心
の
三
國
論
」「
蜀
漢
支
持
の
姿
勢
の
不
在
」と
い
う
特
徴
と
矛
盾
す

る
よ
う
で
あ
る
が
、『
博
議
』が
三
國
の
う
ち
孫
吳
に
最
も
重
点
を
置
い
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。『
博

議
』は
、
一
尊
的
正
統
論
の
観
点
か
ら
孫
吳
を「
正
統
」と
断
ず
る
こ
と
こ
そ
な
い
し
、
蜀
漢
・
曹
魏
人
士
も
肯
定
的
に
論
ず
る
こ
と
は
あ

る
が
、総
じ
て
見
れ
ば
南
宋
の
典
範
・
鑑
戒
と
し
て
孫
吳
を
捉
え
、結
果
と
し
て
孫
吳
に
最
も
肩
入
れ
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に　

―
根
付
か
な
か
っ
た
孫
吳
正
統
論
―

　
『
四
庫
全
書
總
目
』が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
蜀
漢
を「
帝
」と
す
る
説
を
唱
え
た
南
宋
諸
儒
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
蕭
常『
續
後
漢
書
』な
ど
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は
そ
の
分
か
り
や
す
い
一
例
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し『
博
議
』は
、
蜀
漢
を「
正
統
」と
す
る
立
場
を
採
ら
ず
、
孫
吳
を
中
心
に
三
國
を

論
ず
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。『
博
議
』
の
孫
吳
論
は
、
南
宋
と
孫
吳
の
境
遇
が
極
め
て
近
い
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
い
っ
た
孫
吳
論
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
宋
が
南
遷
後
た
だ
ち
に
蜀
漢
を
支
持
す
る
意
見
一
色
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
示
す
事
例
と
し
て
非
常
に
興
味
深
い
。「
は
じ
め
に
」で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
南
宋
の
置
か
れ
た
境
遇
は
蜀
漢
よ
り
も
孫
吳
と
類
似
し

て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、『
四
庫
全
書
總
目
』が
解
く
よ
う
な
、「
単
に
置
か
れ
た
状
況
が
類
似
し
て
い
る
か
ら
」と
い
う
理
由
だ
け
で

蜀
漢
正
統
論
が
擡
頭
し
た
、
と
い
う
解
釈
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
博
議
』の
孫
吳
観
は
孫
吳
の
称
揚
に
徹
し
た
も
の

で
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
い
っ
た
史
観
を
展
開
す
る
論
者
が
多
け
れ
ば
、
三
國
正
統
論
の
一
派
と
し
て
孫
吳
正
統
論
が
有
力
な
存
在
と
な

る
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
結
局
孫
吳
正
統
論
は
根
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
世
に
対
し
て
は
圧
倒
的
に
蜀
漢
正
統
論
的
な
言
説
が
影
響
力
を
持
っ
た
一

方
、『
博
議
』が
説
く
よ
う
な
孫
吳
論
は
ほ
と
ん
ど
後
世
の
耳
目
を
引
く
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　

胡
論
文
は
、『
博
議
』が
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
同
書
の
時
代
に
応
じ
る
と
い
う
性
質
が

余
り
に
明
確
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
南
宋
と
六
朝
が
置
か
れ
た
境
遇
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら『
博
議
』は
六
朝
に
仮
託
し
て
南
宋
を
語
っ

て
い
る
が
、
か
か
る
局
面
が
南
宋
以
降
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
同
書
の
時
代
に
応
ず
る
と
い
う
性
格
が
価
値
を
失
っ
た
た
め
、
顧
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
二
つ
め
の
理
由
は
、『
博
議
』の
史
書
と
し
て
の
完
成
度
の
低
さ
に
求
め
て

い
る
。
ま
た
張
論
文
は
、
元
々
『
博
議
』は
公
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
進
諫
の
た
め
の
史
論
読
本
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

　

胡
論
文
の
指
摘
す
る
理
由
の
う
ち
、
一
つ
め
の
指
摘
は
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
理
で
考
え
た
と
き
、
魏

蜀
吳
と
い
っ
た
三
國
鼎
立
の
よ
う
な
時
代
が
三
國
時
代
以
降
見
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
三
國
時
代
を
論
じ
た
後
世
の
論
者
が
少

な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、『
博
議
』
が
ほ
ぼ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、「
南
北
対
立
の
構
造
が
そ
の
後
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
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か
ら
」だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
張
論
文
の
指
摘
も
当
を
得
て
い
る
部
分
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宋
本（
詳
細
は
前

述
）が
現
存
し
、
し
か
も
そ
の
宋
本
に
は「
秀
國
陳
之
賢
」に
よ
る
紹
熙
三
年（
一
一
九
二
）十
月
一
日
の
日
付
入
り
の
序
文
が
つ
い
て
い
る
。

と
な
れ
ば
、『
博
議
』は
李
燾
没
年
で
あ
る
淳
熙
一
一
年（
一
一
八
四
）か
ら
約
八
年
後
こ
ろ
に
は
公
刊
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
か
か
る
考
察

に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、『
博
議
』は
同
時
代
に
あ
る
程
度
出
回
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
に
伝
わ
る
ほ
ど
の
支
持
を
受
け
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
『
博
議
』
が
説
く
よ
う
な
孫
吳
論
が
支
持
を
集
め
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
主
戦
派
、
講
和
派
の
い
ず
れ
に
も
与

し
な
い
主
張
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
の
共
感
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て『
博
議
』と

い
う
史
料
の
普
及
度
が
高
く
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
そ
の
見
解
を
強
く
支
持
す
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
知
名
度

が
低
い
ま
ま
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。『
博
議
』
の
孫
吳
論
を
通
し
た
現
状
把
握
と
提
言
は
、
非

常
に
冷
静
か
つ
的
確
で
あ
る
一
方
、
実
行
は
難
し
く
、
賛
同
も
得
が
た
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、『
博
議
』が
孫
吳
の
魏
へ
の
臣

従
を
論
じ
た
こ
と
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
の
多
く
は
、
孫
吳
が
魏
に
頭
を
下
げ
た
こ
と
を
、
南
宋
と
金
の
関
係
に
重
ね
て

見
た
と
思
わ
れ
る
。そ
ん
な
当
時
に
お
い
て『
博
議
』の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
れ
ば
、「
金
に
好
意
的
な
の
で
は
な
い
か
」と
疑
わ
れ
る
危
険
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
斯
か
る
情
勢
下
に
お
い
て
孫
吳
に
好
意
的
な
言
説
を
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
比
べ
た
と
き
、
蜀
漢
へ
肩
入
れ
す
る
議
論
が
支
持
を
得
た
の
は
、
蜀
が
北
伐
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
当
時
の
南
宋

の
人
々
が
賛
意
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
勇
ま
し
く
北
伐
を
主
張
す
る
意
見
は
、
そ
の
現
実
性
は
と
も
か

く
、
少
な
く
と
も
建
前
上
は
当
時
の
南
宋
に
お
け
る
正
論
中
の
正
論
で
あ
り
、「
諸
葛
亮
を
見
習
っ
て
直
ち
に
金
を
討
て
」と
い
う
意
見
は
、

分
か
り
や
す
く
、
賛
同
も
得
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
実
際
の
蜀
漢
が
北
伐
に
積
極
的
で
あ
る
一
方
、
実
際
の
孫
吳
が
蜀
漢
ほ
ど

北
伐
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、南
宋
の
人
々
の
共
感
を
獲
得
で
き
た
か
否
か
を
分
け
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、『
博
議
』の
論
は
、
宋
代
以
降
隆
盛
し
て
い
る
正
統
論
的
な
観
点
が
ほ
ぼ
無
い
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。『
博

議
』の
三
國
論
は
孫
吳
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
が
、「
孫
吳
正
統
論
」と
は
解
釈
し
が
た
い
側
面
を
強
く
有
し
て
い
る
。『
博
議
』の

孫
吳
論
は
、
南
宋
の
現
状
を
投
影
し
て
孫
吳
を
ふ
く
め
た
六
朝
を
論
ず
る
こ
と
で
、
六
朝
の
良
い
点
と
悪
い
点
の
い
ず
れ
を
も
鑑
戒
と
す

べ
し
と
主
張
し
て
お
り
、
孫
吳
の
天
下
統
一
の
た
め
に
採
る
べ
き
策
を
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
三
國
そ
れ
ぞ
れ
の
大
義
名
分
を
論
じ
る
こ

と
は
全
く
無
い
。
歐
陽
脩
以
降
、
三
國
の
い
ず
れ
を「
正
統
」と
見
る
か
を
論
ず
る
論
者
が
多
い
中
で
、
そ
の
潮
流
に
乗
ら
な
か
っ
た
こ
と

も
、
世
間
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
ま
れ
、『
博
議
』か
ら
は
、
南
宋
に
お
い
て
、
孫
吳
を
中
心
と
し
た
三
國
論
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
そ

う
い
っ
た
孫
吳
中
心
の
三
國
論
が
徐
々
に
消
え
て
ゆ
く
一
因
も
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

蕭
常
『
續
後
漢
書
』
は
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
本
の
宜
稼
堂
叢
書
本
を
底
本
と
し
、
傳
同
治
本
、
叢
書
集
成
本
、
四
庫
全
書
本
を
参
照
し

た
。
田
中
靖
彦
・
石
井
仁
・
中
本
圭
亮
「
蕭
常
『
續
後
漢
書
』
の
基
礎
的
研
究
―
序
お
よ
び
四
庫
提
要
の
分
析
を
中
心
に
―
」（『
實
踐
國
文
學
』

九
七
、二
〇
二
〇
年
）ほ
か
も
参
照
。

（
2
） 

李
燾
の
経
歴
お
よ
び『
續
資
治
通
鑑
長
編
』に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
例
え
ば
周
藤
吉
之「
南
宋
の
李
燾
と
續
資
治
通
鑑
長
編
の
成
立
」

（『
駒
澤
史
學
』六
、一
九
五
八
年
）を
参
照
。

（
3
） 

胡
阿
祥「《
六
朝
通
鑑
博
議
》淺
説
」（『
南
京
曉
庄
學
院
學
報
』二
〇
〇
七
年
九
月
第
五
期
。
李
海
榮
・
金
承
平
主
編『
六
朝
事
迹
編
類
六
朝
通
鑑
博
議
』

南
京
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
に
も「
導
讀
」と
し
て
収
録
）は
、『
博
議
』が『
資
治
通
鑑
』を
節
略
し
て
い
る
が
錯
簡
が
多
い
と
指
摘
す
る
。

（
4
） 

本
論
に
お
け
る
大
括
弧［　

］で
括
ら
れ
た
箇
所
は
、
そ
れ
が
割
注
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
同
様
。

（
5
） 

典
拠
は『
論
語
』子
路
第
十
三
。

（
6
） 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も『
宋
史
』卷
三
百
八
十
八
・
李
燾
傳
に
見
え
る
内
容
の
節
略
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
） 『
宋
史
』卷
三
百
九
十
八
・
李
壁
傳
に
、
李
壁
が
韓
侘
胄
に
迎
合
し
た
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
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（
8
） 

本
論
で
挙
げ
る
先
行
研
究
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
黄
苑
野「《
六
朝
通
鑒
博
議
》人
名
辨
疑
」（『
首
都
師
範
大
學
學
報（
社
会
科
學
版
）』二
〇
一
〇

年
第
六
期
）な
ど
が
あ
る
。

（
9
） 
陳
愛
平「
南
宋
對
六
朝
南
北
軍
事
對
峙
經
驗
的
理
論
研
究
」（『
沙
洋
師
範
高
等
専
科
学
校
學
報
』二
〇
〇
六
年
第
三
期
）は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
六

朝
期
の
南
北
軍
事
対
立
を
扱
っ
た
史
料
と
し
て
、『
博
議
』の
ほ
か
に
、
陳
充
・
吳
若『
東
南
防
守
利
便
』、
李
舜
臣『
江
東
十
鑑
』、
李
道
傳『
江
東
十

考
』、
王
應
麟『
通
鑑
地
理
通
釋
』、
陳
武『
江
東
地
利
論
』、
趙
善
誉『
南
北
攻
守
類
考
』、
胡
寅『
三
國
六
朝
攻
守
要
論
』な
ど
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
10
） 

底
本
は「
祥
」に
つ
く
る
が
、「

」に
改
め
る
。
こ
こ
で
の「
祥
」は
、
宋
仁
宗
の
諱「

」を
避
け
た
表
現
と
思
わ
れ
る
。
陳
垣『
史
諱
擧
例
』（
科

學
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）を
参
照
。

（
11
） 

た
と
え
ば
劉
偉
云「
李
燾《
六
朝
通
鑒
博
議
》淺
析
」（『
新
郷
學
院
學
報（
社
会
科
學
版
）』二
十
五
卷
五
期
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）。

（
12
） 「
借
劉
備
荊
州
」は
、
四
庫
全
書
本
で
は「
借
荊
州
以
拒
曹
操
」。

（
13
） 

底
本
は「
従
」だ
が
、
四
庫
全
書
本
に
従
い「
徙
」に
改
め
る
。

（
14
） 

底
本
は「
權
」の
字
を
欠
く
が
、
四
庫
全
書
本
に
従
い「
權
」の
一
字
を
補
う
。

（
15
） 「
撫
輯
關
羽
以
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
輯
睦
荊
州
共
」。

（
16
） 「
撫
輯
關
羽
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
輯
睦
荊
州
」。

（
17
） 「
關
羽
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
荊
州
」。

（
18
） 「
羽
得
志
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
荊
州
強
」。

（
19
） 

井
上
以
智
爲「
關
羽
祠
廟
の
由
来
並
に
変
遷
」（『
史
林
』二
六
―
一
、二
六
―
二
、一
九
四
一
年
に
連
載
）、伊
藤
晉
太
郎『「
關
帝
文
獻
」の
研
究
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）ほ
か
を
参
照
。

（
20
） 

附
言
す
る
な
ら
ば
、
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
四
庫
全
書
本
で
は
こ
の
段
の
關
羽
に
関
連
し
た
表
現
に
相
当
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
關
羽
を
尊

崇
す
る
清
朝
と
し
て
は
こ
の
論
を
原
文
の
ま
ま
採
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（
21
） 「
討
關
羽
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
襲
荊
州
」。

（
22
） 「
亂
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
辭
」。

（
23 

）「
正
」は
正
し
く
は「
貞
」。『
三
國
志
』魏
書
二
・
文
帝
紀
ほ
か
を
参
照
。
宋
仁
宗
は
諱
が「

」で
あ
り
、「
貞
」も「
正
」と
改
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
陳
垣
前
掲
書
を
参
照
。

（
24
） 「
朱
元
」は
正
し
く
は「
朱
桓
」。
以
下
同
様
。
宋
欽
宗
の
諱「
桓
」を
避
け
た
表
記
か
。
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（
25
） 

四
庫
全
書
本
で
は
こ
こ
に「
於
」が
入
る
。

（
26
） 

石
亭
で
吳
が
魏
の
曹
休
を
撃
破
し
た
際
、
朱
桓
は
孫
權
に
曹
休
の
退
路
を
断
つ
こ
と
を
願
い
出
、「
そ
う
す
れ
ば
曹
休
を
生
け
捕
り
に
し
壽
春

を
取
り
、
淮
南
を
割
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
」と
述
べ
た
が
、
却
下
さ
れ
た（『
三
國
志
』吳
書
十
一
・
朱
桓
傳
）。
な
お『
博
議
』が「
割
江
南
」と

記
す
箇
所
は
、『
三
國
志
』朱
桓
傳
の
該
当
箇
所
で
は「
割
有
淮
南
」と
あ
る
。

（
27
） 

正
し
く
は「
殷
禮
」。
他
の
箇
所
に
も
見
え
る「
商
札
」も
同
様
。『
三
國
志
』吳
書
二
・
吳
主
傳
の
赤
烏
四
年
条
に
引
か
れ
る
裴
注『
漢
晉
春
秋
』を

参
照
。「
殷
」を「
商
」と
す
る
の
は
、宋
太
祖
の
父
の
諱「
弘
殷
」を
避
け
た
も
の
。
陳
垣
前
掲
書
参
照
。「
札
」に
つ
い
て
だ
が
、百
衲
本『
三
國
志
』

の
該
当
箇
所
の
表
記
は「
殷
礼
」と
な
っ
て
い
る
。「
礼
」と「
札
」が
当
時
に
お
い
て
混
同
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
同
じ
く
百
衲

本『
三
國
志
』吳
書
七
・
顧
邵
傳
に
は「
雲
陽
殷
禮
」と
あ
る
。
附
言
す
る
と
、
こ
の
箇
所
は
四
庫
全
書
本
で
は「
徐
盛
」に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

附
言
す
る
と
、
宜
稼
堂
叢
書
本『
續
後
漢
書
』吳
載
記
一
に
は「
零
陵
太
守
殷
禮
」と
あ
る
。

（
28
） 『
三
國
志
』吳
書
二
・
吳
主
傳
注『
漢
晉
春
秋
』に
、
殷
禮
が
孫
權
に
対
し
、
魏
の
混
乱
に
乗
じ
一
気
に
魏
を
攻
撃
す
る
よ
う
進
言
し
た
が
、
孫
權

は
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。

（
29
） 「
鄴
」は
、
四
庫
全
書
本
で
は「
業
」。

（
30
） 

底
本
は「
而
」だ
が
、
四
庫
全
書
本
に
従
い「
強
」に
改
め
る
。

（
31
） 

四
部
叢
刊
初
編
版『
樊
川
文
集
』卷
五「
罪
言
」に
て「
今
者
上
策
莫
如
自
治
」と
あ
り
、
同
文
内
に
は
繰
り
返
し「
自
治
」の
二
文
字
が
見
え
る
。

（
32
） 『
三
國
志
』
吳
書
十
九
・
諸
葛
恪
傳
に
「
初
、
權
黃
龍
元
年
遷
都
建
業
、
二
年
築
東
興
隄
遏
湖
水
。
後
征
淮
南
、
敗
以
内
船
、
由
是
廢
不
復
脩
。

恪
以
建
興
元
年
十
月
會
衆
於
東
興
、
更
作
大
隄
、
左
右
結
山
俠
築
兩
城
」と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば『
博
議
』の
い
う「
東
興
之
築
、
淮
南
之
戰
」

は
孫
權
の
行
動
を
指
す
と
も
読
め
る
。
だ
が
こ
の
段
の
論
旨
は
諸
葛
恪
へ
の
批
判
で
あ
り
孫
權
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
、『
博
議
』は「
東

興
之
築
、
淮
南
之
戰
」も
諸
葛
恪
の
行
動
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
33
） 

張
論
文
は
、
李
燾
が
、
采
石
磯
の
戦
い（
紹
興
三
一
年
、
一
一
六
一
）で
大
い
に
功
績
を
あ
げ
要
職
に
就
い
た
虞
允
文
に
抜
擢
さ
れ
な
が
ら
北
伐

反
対
を
主
張
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、『
博
議
』が
北
伐
積
極
派
で
あ
っ
た
虞
允
文
に
深
い
影
響
を
与
え
た『
江
東
十
鑑
』へ
の
反
駁
と
し
て
著
さ
れ

た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。『
博
議
』に
そ
こ
ま
で
明
確
な
虞
允
文
へ
の
意
見
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
は
判
断
が
難
し
い
が
、
同
段
で

見
ら
れ
る
諸
葛
恪
へ
の
批
判
に
采
石
磯
の
戦
い
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

（
34
） 「
備
之
言
周
瑜
北
還
而
劉
備
西
伐
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
被
髪
入
山
之
語
召
還
周
瑜
迨
」。
指
し
て
い
る
も
の
は
い
ず
れ
も
同
じ
く『
三
國
志
』蜀

書
二
・
先
主
傳
注『
獻
帝
春
秋
』の
逸
話
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
劉
備
は
、
同
盟
相
手
で
あ
る
劉
璋
を
攻
め
る
の
は
よ
く
な
い
と
主
張
し
、
孫
權
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の
派
遣
し
た
孫
瑜
に「
お
前
が
蜀
を
取
る
な
ら
私
は
被
髪
入
山
し
て
天
下
に
信
を
失
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
」と
い
い
、
孫
權
は
孫
瑜
を
引
か
せ
た
。

（
35
） 
四
庫
全
書
本
は
こ
こ
に「
既
」が
入
る
。

（
36
） 「
關
羽
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
荊
州
」。

（
37
） 「
元
宣
」は
正
し
く
は「
桓
宣
」。「
桓
」を「
元
」と
表
記
す
る
の
が
宋
代
の
避
諱
に
基
づ
く
も
の
と
思
し
き
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
。

（
38
） 「
元
温
」は
、
正
し
く
は「
桓
温
」。「
桓
」を「
元
」と
表
記
す
る
の
が
宋
代
の
避
諱
に
基
づ
く
も
の
と
思
し
き
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
。

（
39
） 「
謝
元
」は
正
し
く
は「
謝
玄
」。「
玄
」を「
元
」と
表
記
す
る
の
は
、
宋
皇
族
の
始
祖
の
諱「
玄
朗
」を
避
け
た
表
現
。
陳
垣
前
掲
書
参
照
。

（
40
） 「
爲
」は
四
庫
全
書
本
は「
違
」。

（
41
） 

卷
六
か
ら
宋
論
に
入
る
。

（
42
） 『
宋
史
』李
燾
傳
に
よ
れ
ば
、
李
燾
は
眉
州
丹
稜（
四
川
省
眉
山
市
丹
稜
県
）の
人
。

（
43
） 

張
論
文
は
、
本
論
で
も
挙
げ
た『
博
議
』卷
三
・
東
晉
論「
元
温
伐
漢
、
遂
定
巴
蜀
之
地
」に
注
目
し
、
同
段
の
一
部
を「
惟
其
得
蜀
據
吳
命
忠
義

之
將
…
…
又
何
患
中
原
之
不
能
復
乎
」
と
引
用
し
た
上
で
、
李
燾
の
提
供
す
る
戦
略
に
は
す
こ
ぶ
る
諸
葛
亮
の
隆
中
対
の
啓
発
が
あ
る
と
指
摘

し
、
そ
こ
に
は
四
川
人
と
し
て
の
故
郷
の
地
位
に
対
す
る
認
知
と
重
視
が
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
史
料
の
該
当
部
分
は
本
論
で
引
い

た
通
り「
惟
其
得
蜀
據
吳
、
命
忠
義
之
將
如
祖
豫
州（
＝
祖
逖
）者
、
付
之
外
閫
、
又
何
患
中
原
之
不
能
復
乎
」で
あ
り
、
諸
葛
亮
お
よ
び
隆
中
対

へ
の
言
及
は
全
く
無
く
、
範
と
す
べ
き
先
例
は
あ
く
ま
で
祖
逖
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
以
て
南
宋
期
に
お
け
る
諸
葛
亮
を
讃
え
る
事
例
と
捉

え
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
、JSPS

科
研
費JP19K

00114

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
、
日
本
中
國
學
會
第
七
十
四
回
大
會

に
お
い
て
令
和
四
年
十
月
八
日
に
筆
者
の
行
っ
た
口
頭
発
表「
南
宋
に
お
け
る
孫
吳
政
権
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
」を
元
に
加
筆
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
本
学
准
教
授
・
文
芸
資
料
研
究
所
兼
務
研
究
員
）
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